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平成24年第１回太子町議会定例会（第436回町議会）会議録（第２日） 

平成24年２月27日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １０番   清 原 良 典 

 １１番   中 島 貞 次        １２番   服 部 千 秋 

 １３番   井 村 淳 子        １４番   橋 本 恭 子 

 １５番   中 井 政 喜        １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  森 本 麻 友 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 生活福祉部長  山 本 修 三     経済建設部長  山 本 武 志 

 教 育 次 長  神 南 隆 司     財 政 課 長  堀   恭 一 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時58分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成24年第１回太子町議会定例会第２日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成24年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、中薮清志議員。 

○中薮清志議員 １番中薮清志。通告に従い

一般質問のほうをさせていただきます。 

 改めまして、おはようございます。最近ち
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ょっと思ったんですけれども、私の年齢も

36ということで、比較的若い世代の方とお話

しさせていただく機会が多いのですが、その

中でもっと太子町という名前を地域外の人に

知ってもらいたい、また新しいことにチャレ

ンジしてほしい、姫路のほうとか、姫路のち

ょっと西とか、姫路のちょっと横ですってい

う説明をしたくないっていうような声をすご

く聞く機会が多いんですけれども、そんな

中、最近では以前よりかは新聞で太子町の取

り組みだったりですとか名前を見かけるよう

になったなあっていうふうに感じることも多

いので、それを見ると、これからも当局の方

には真新しい取り組み等々にぜひ取り組んで

いただいて、メディアを使って太子町のアピ

ールをどんどんしていただければなあってい

うふうに感じていますっていうことをまずお

伝えさせていただければなと思いまして、あ

いさつにかえさせていただきます。 

 では、本題の質問に入らせていただきま

す。 

 まず最初に、一つ目としまして、住民票な

どの休日交付をという件についてでございま

す。 

 昨年度、太子町では約１万7,000件の住民

票の交付が行われておりますが、多くの住民

が仕事を持ち、証明書の交付のために仕事を

休んだりしないといけないなど、大変不便を

感じているという声を聞きます。町民の利便

性の向上のため、休日の住民票などの交付を

検討できないかを質問いたします。 

 一つ目に、自動交付機の設置についてなん

ですけれども、一つの問題点として投資に見

合う収入が得られるのかという疑問もありま

すが、有効な手段の一つであるかと思います

ので、そちらはいかがでしょうか。 

 また、現状休日に当直で職員の方が出勤し

ていらっしゃるかと思うんですけれども、同

じ人口規模であり財政規模も余り変わらない

播磨町さんで運用してます、平日に電話での

申請による予約を行い、休日に渡すという方

式をとることはできませんでしょうか。最小

限の投資で住民の利便性を向上するのにはい

い方法だと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） まず、１点目

の自動交付機の設置につきましては、第４次

新行政改革大綱の取り組みの中で、窓口業務

の改善ということで住民票の多様な発行方法

の一つとしまして、継続した検討を行ってお

ります。導入に当たりましては、住民票の交

付のみで約4,000万円の多額の経費が必要で

ございます。現庁舎では設置場所の確保等も

困難なため、新庁舎建設にあわせまして休日

等の証明書交付サービスの手段の一つとし

て、今後も引き続き検討していきたいという

ふうに考えております。 

 なお、現行の運用としましては、窓口の時

間外延長を実施しておりますので、平日の業

務時間内に登庁できない方につきましては役

場の正面玄関西、夜間休日受付専用窓口「夜

間ポスト」を設置しております。申請書とあ

わせまして手数料、郵送料、本人確認書類を

同封し投函いただければ、翌開庁日に返送さ

せていただくというふうにしております。 

 それと、休日の当直でございますが、電話

予約による休日の証明書交付につきまして

は、これまでにも庁内検討をしておりまし

て、平成16年度の検討時には住基カード、運

転免許証等の提示によりまして住基ネットを

活用していただければ広域交付が利用できま

して、休み時間などに遠方の勤務先にお勤め

の方につきましては、その当該所在の市町村

に出向いていただければ広域交付が可能とな

りました。 

 それと、太子町では窓口業務の時間延長で

対応できるということもありましたので、そ

の時点では実施を見送った経緯がございま

す。 

 それから、平成20年度の検討時には、平成

19年の住民基本台帳法の改正がございまし

て、住民票を交付できる者の範囲がそれまで

の何人でもということから、本人及び同一世
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帯員に制限されております。請求時の本人確

認の厳格化が図れたということでございま

す。そのことによりまして、夜間ポストによ

る申請は手間がかかる反面、本人の記述があ

るため電話予約より確実であるということで

ございます。電話による予約では成り済まし

が懸念されること、また住民票には家族全部

であるか、または本人のみか、本籍、続き柄

表示等の有無等の選択が多く、電話予約した

内容と本人が希望する内容が異なった場合、

日直では対応できなくなってしまいますの

で、急がれる場合は休日交付より当日の時間

外延長による交付が有効と考えられることか

ら、業務時間の延長を軸として継続して検討

を進めることとしております。 

 いずれにしましても、休日等の証明書の交

付サービスにつきましては住民サービスの向

上に向け重要な課題でもございます。今後の

新庁舎建設の検討にあわせまして、自動交付

機の導入とともに、あわせてサービスのあり

方を再度検討していきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 答弁の中で、現状できない

理由、しない理由っていうのと、以前検討さ

れているっていうことはわかりました。 

 また、新庁舎というところがあるかと思う

んですけれども、そちらができてからいろい

ろやられるという、それに向けて検討してい

るっていうことは十分承知なんですけれど

も、現状からそれまでの間の期間、今現在そ

ういう問題点がちょっと発生しているという

こともぜひ認識していただきたいっていうの

と、夜間窓口のポストについてなんですけれ

ども、余り資料を出すのもあれなんですが、

こういうものがあるっていうのは私のほうは

知ってはいるんです。ただ、ホームページ

等々にもその内容も見当たりませんし、知ら

ない方のほうが大半かとは思われますので、

もし播磨町方式等々も取り入れられないので

あれば、もっとこういう夜間ポストの窓口が

あることですとか、あと、たまに広報にも時

間延長のこととかは載ってるんですけれど

も、他地域でも住民票とかとれるよっていう

ことをさらに徹底して広報、先ほどもちょっ

と広報最近新聞等々でもいい感じですってい

うのもお伝えさせていただいたんですけれど

も、もっと一、二回載せたっていう形ではな

く、どんどんいろんな方、町民の方に知って

いただいて利用していただける方向に話を進

めていただきたいなと思います。実際に知ら

ずに仕事を休んで途中に抜けて来られてる方

っていうのが大半かと思いますので、そのあ

たりもぜひ検討いただきたいなっていうふう

に思いますのと、ちょっと難しいとおっしゃ

られましたけれども、本人確認等々も必要で

はあるかと思いますが、役場に人がおられる

んであれば、こういうポストでのやりとりと

いうよりかは実際に顔が見える場での受け渡

しっていうのがやっぱり一番理想かなと思い

ますので、また再度になってしまって申しわ

けないんですけれども、ぜひともその播磨町

方式をうまく活用できる方法はないかなとか

っていう研究はぜひやっていただきたいなあ

と思うんですけれども、広報についての件の

答弁のほうだけよろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 他の市町村で

の休日交付のことを申し上げられたわけです

けども、その休日交付に当たりましては、他

の市町村ではシルバーさんをお願いして本人

の確認の上手数料を徴収し交付する運用がな

されているというふうにお聞きしておりま

す。 

 これは、住民票の発行業務が行政事務を執

行する者でございますので、やはり今先ほど

議員おっしゃられましたように、本人確認が

本当に大事なものとなってきます。確認が甘

くなるとやはり問題等も起こってきますの

で、その辺は徹底して、その辺を重要視しな

がら努めていきたいというふうに考えており

ます。 

 時間外における請求方法についてのお知ら
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せでございますが、ホームページのよくある

質問コーナーには休日等の申請方法について

は掲載しております。さらに広く周知いただ

くために「広報たいし」にも再度掲載し、Ｐ

Ｒに努めていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 では、またその件について

はよろしくお願いいたします。 

 続いて、次の質問に行きたいと思います。 

 続きましては、子供の通院医療費無料化に

ついての問題でございます。 

 最近特にそのお話も結構出ているかと思う

んですけれども、以前の答弁の中でも中学３

年生までの医療費完全無料化には当初予算プ

ラス年間7,900万円かかるというふうに聞い

ておりますが、すべてではなくて対象年齢を

決めて、たとえ少しずつでも無理なくできる

範囲で無料化ができないかっていうところを

質問いたします。 

 先日の新聞等でも、特殊出生率が兵庫県下

で３番目に太子町が高いということを報道さ

れておりました。また、町長の24年度の施政

方針の中にも、若い世代が多い、高齢化率も

低い太子町であるっていうこともおっしゃら

れているように、若い人の街としてもアピー

ルできるんじゃないかなっていうふうに思い

ます。そして、この医療費の問題なんですけ

れども、実際に今子育てをしている親御さん

とお話をする中で、本当に意見を聞いても多

く出てきて関心の高さっていうものは伺える

んですけれども、多分そこはこれまでの流れ

を見ても当局も感じているのではないでしょ

うか。 

 人口が増え出生率も高く関心も高いことを

考えると、子育ての面から若い世代を支える

施策を一気にではなくてもいいんですけれど

も、ぜひ検討いただきたいのですが、こちら

はいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 福祉医療の関

係でございますが、入院医療に対する助成に

つきましては当町では平成22年４月より実施

しておりまして、無料化が実現しております

のは県下41市町のうち中学生までとしている

市町は当町を含めて20市６町でございます。

通院医療に対する助成につきましては、低年

齢児を中心に無料化が進んでおりますが、当

町では幅広い年齢の子育てを支援することを

目的に、県の制度よりも対象年齢や内容とも

に、これを上回る助成に取り組んでおりま

す。県の制度と同じ小学６年生までの助成は

全市町で実施されておりますが、中学生まで

の助成につきましては当町も含めて７市３町

のみの実施でございます。 

 さらに、医療費の３割負担の一部負担金に

ついて、県ではその３分の１を助成するのみ

でございますが、上限額を１日800円とした

上で、同じ医療機関や薬局では月３回目以降

を無料化としております。 

 現在の本町の財政状況から可能な限り上乗

せを実施しているところでありますが、今後

の兵庫県の補助制度の継続性が永久的なもの

ではございません。それを財源とした事業に

取り組む中で、他の子育て支援も含めまし

て、安定かつ持続可能な制度でなければなら

ないというふうに考えております。受益と負

担の関係にも配意しつつ、引き続き財政の動

向を見きわめながら現行制度の見直しを検討

してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 太子町では中学３年生まで

の入院費無料というのと、通院も１カ月同じ

医療機関なら２回目まで１回800円、３回目

から無料という形で実施していただいている

かと思うんですけれども、また他市町と比べ

てあれなんですが、人口の規模と財政規模も

同等に近い稲美町さんでも就学前だけに絞っ

て子供の通院医療費を無料化されていると聞

いているんですけれども、そういうふうに現

状でこうこうに絞るっていうのも、やはり先
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ほどの答弁では幅広いっていう形であったん

ですけれども、逆に絞り込んでっていうのは

今現状では検討する余地もないのでしょう

か。いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） ゼロ歳児から

小学３年生までを対象とします乳幼児医療助

成事業でございますね。これにつきまして

は、通院費について無料化に要する年間事業

費の推計としまして、22年度の実績では年間

約4,700万円が必要と見込まれております。

そのうち就学前の子供を年間約3,500万円、

小学１年生から３年生までの就学後の子供で

約1,200万円となります。就学前の子供の医

療費を無料化するためには、年間約3,500万

円必要になってきます。非常に厳しい状況で

ございます。 

 兵庫県の福祉医療制度のうちこども医療費

は、法人県民税の超過課税を財源として助成

されております。県のほうでは、そういった

形で超過課税を財源として助成されておりま

すので、その期間が平成26年度までとなって

おります。県もその時点で、それ以降どうす

るのか再考されるというふうに聞いておりま

す。 

 本町におきましてもその時点で再検討する

必要があると考えておりますが、もし兵庫県

の補助金がなくなった場合、町独自で財源を

補てんして本町の福祉医療制度の継続をして

いくという形になってきますので、さらに財

政的には厳しいこととなってきます。 

 いずれにしましても、兵庫県の超過課税が

切れます平成26年度時点で県の動向や本町の

財政状況を見きわめながら、景気の動向を見

きわめながら再検討していきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 では、26年度の県の見直し

によって今現状の制度もどうなるかわからな

い、もしくは町の負担が増えるかもしれない

ということですので、その県の動向を見ると

いうお答えがずっと出ているかと思うんです

けれども、それしかないようでしたらしっか

りとそこを見ていただいて、どうしてもそこ

が決まらないと何もできないかと思うんです

けれども、なるべく早目、そして少しでも若

い世代、子育てをする世代をもっとしっかり

とサポートしていただけるような政策のほう

だけお考えいただけるように要望として上げ

させていただきまして、一般質問のほう終了

させていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中薮清志議員の

一般質問は終わりました。 

 次、吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 おはようございます。８

番吉田日出夫です。 

 それでは、一般質問に入らせていただきま

す。 

 今回の一般質問の内容は、新庁舎建設につ

いてでございますけども、我々議員も新庁舎

の建設において宍粟とか岡山の真庭、各市役

所を視察させていただきました。その内容で

見させていただきましたら、確かに各市も地

域の環境に沿った考え方、また地域の地産の

材料などを有効に使われて建設がなされてお

ると思います。 

 それには、やはり宍粟では30回、会議、そ

れから真庭では、これは総務常任委員会での

会議をやられているという形で20回ほどなさ

れております。お互いがとにかくきちっと議

論をした上で、その地域に合った庁舎が建設

されておるように感じました。 

 この真庭とか宍粟では、合併特例債とか国

庫補助金とか、そういういろんな形の特例の

形が補助がありまして建設がされておるんで

すけども、当町ではそういう合併とか何かの

この特例の補助がない中で建設に当たるとい

うことなんですけども、これはやはり町の税

収入、これをもって庁舎建設になるわけです

けども、やはり太子町は太子町にふさわし

い、何も立派な形じゃなくても安くて安全・

安心な庁舎建設を考えることが大事と思いま

す。 
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 そういう意味からいいまして、今から８項

目の質問をさせていただきますけども、１項

目ずつ進めさせていただきますのでよろしく

ご回答願います。 

 まず１番として、新庁舎建設推進の結果、

太子町存続における財政面は大丈夫なのか、

それを回答願います。 

○議長（佐野芳彦） 吉田議員、これは１問

ですから、すべて８問まで質問してくださ

い。 

○吉田日出夫議員 １項目ずつではだめなん

やね。 

○議長（佐野芳彦） だめ、それは。一問一

答方式ですから。 

○吉田日出夫議員 はい、わかりました。 

 それでは、２番。庁舎建設用の資金有無

は、またその他の資金運用の考えは。 

 ３番、庁舎建設面積、資金総額、借入金

額、返済年月日の想定はどのようにお考えに

なっておるか。 

 それから４番、年支払い可能金額は幾らに

なるか。 

 ５番、基本設計のスケジュール、進捗状況

はどうなっているか。 

 ６番、建設敷地内の建設は庁舎のみか、ま

たその他の工事計画の有無はどうなのか。 

 ７番、プロポーザル方式採用の理由は何

か、また当方式のメリット、デメリットはど

うなっているか。 

 それから８番、当局の町民懇談会計画日程

はいつか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 新庁舎建設についての

お尋ねでございますが、本町におきましては

これまで大型事業としまして平成４年、５年

におきまして文化会館等建設事業で41億円を

建設事業に充てております。そのうちの町債

が28億4,000万円ということ、また平成９年

度におきましては総合福祉会館、この建設事

業で13億円、そのうち町債を９億4,000万

円、平成５年度から今年度まで総合公園整備

事業で51億円、うち町債が30億1,000万円

等々の事業を実施してきております。 

 今回の地域交流センター機能を含みます新

庁舎建設事業につきましては、現在のところ

総事業費で29億円程度を見込んでおるという

ところでございまして、これはもうざっくり

の金額でございますので、これが固定したも

のではございません。その点ご了解をお願い

したいと思います。 

 その財源といたしまして国の交付金１億

8,000万円、それから町債を16億8,000万円、

また税、基金等々の自主財源で10億4,000万

円程度を予定いたしておるところでございま

す。 

 現在の財政状況におきましては、文化会館

などのそうした大きな事業の借入金の償還が

終了いたしますので、新庁舎建設事業の実施

によりまして財政面でも直ちに影響を及ぼす

ものとは思っておりません。ただ、今後とも

徹底した財政管理を行いまして歳出削減を図

らなければならないと、このように考えてお

ります。そうしたところを十分に財政管理を

していきたいと、このように考えるところで

ございます。 

 続きまして、資金の有無ということでござ

いますが、先ほども答弁いたしたとおりでご

ざいまして、今総事業費申し上げましたよう

に約29億円程度を見込んでおり、国の交付

金、また町債、そして自主財源でやろうとい

う予定をいたしておりますが、庁舎単独で建

物建設費に係る起債以外の財源手当てはござ

いませんので、地域交流センター機能を併設

しました用地費等も含めた起債、そうしたも

のもあわせてやっていきたいなと。国の交付

金を１億8,000万円、そして起債対象により

ます用地費6,000万円、これは２億4,000万

円、これが交流センター機能を持たせた部分

の取り組みでございます、そうした財源手当

てをしていきたいと、このように思っており

ます。 

 それから、３番の資金総額、借入金返済、

また４番の可能金額というご質問でございま
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すが、一括してご答弁をさせていただきま

す。 

 庁舎建設面積につきましては、ご承知のと

おり新庁舎建設検討委員会を初めといたしま

す各セクションで意見を伺っておりますの

で、変動する要因が今のところございます。

そうした現時点では、地域交流センターを含

めて約7,000平米程度予定いたしておるとこ

ろでございます。資金総額29億円程度、そし

て借入金が16億8,000万円を予定いたしてお

りますが、返済期間につきましては全額が一

般単独事業債で執行いたしまして、一般金融

機関からの借り入れとなってございます。

20年間で、10年後に利率見直しの元利均等償

還を今のところ考えておるところでございま

す。 

 年の支払いの可能金額でございますが、そ

のときの財政状況にもよりますので、本事業

におきましては年間１億円程度の償還を考え

ているところでございます。 

 次に、基本設計のスケジュールの進捗等々

のご質問でございますが、この基本設計、平

成24年度から実施予定というところで、今の

ところ新年度で実施していきたいなというと

ころでございます。今現在のところは新庁舎

の建設基本計画、この案の策定に向けまして

職員によります検討委員会、また外部委員で

構成してございます太子町新庁舎建設検討委

員会で協議をさせていただいておりますが、

今後におきましては町民の皆様からもご意見

をお聞きしていきたいなと、このように考え

ております。３月にパブリックコメントの実

施、また第２回のまちづくりの集いを開催さ

せていただき、そこでいただいた意見などを

新庁舎の基本計画案に反映させていきたい

と。また、基本計画が策定されましてから、

今度は基本設計の作業に入っていきたい、こ

のように考えております。 

 そして、この敷地内の建設は庁舎のみか、

またその他の工事計画の有無というご質問で

ございますが、今考えておりますのが、庁舎

建設以外には、庁舎と併設した町民の皆さん

が気軽に立ち寄ることができ、またなじみや

すい交流スペースをとっていきたいというと

ころで地域交流センター、また交流広場を整

備し、やはり町民の皆さんに開かれたこの庁

舎になっていけばというところで検討をして

いただいているところでございます。 

 続きまして、７番のプロポーザル方式の関

係でございますが、このメリット、デメリッ

トというところで、設計業者選定方式にはご

高承のとおりプロポーザル方式のほかに、ま

たコンペ方式、また競争入札方式等々がござ

います。基本構想で採用いたしましたプロポ

ーザル方式も含めて検討を行っております

が、これは決定事項ではございません。 

 プロポーザル方式とは、質の高い建築設計

を実現するために国土交通省が平成６年に手

続について定めたものでございまして、技術

力や経験、体制などを含めた提案書を提出し

ていただきまして、公正に評価して設計者を

選ぶ方法でございます。 

 高い技術力や経験を持つ設計者を選ぶプロ

ポーザル方式のメリットといたしましては、

でき上がる建築の質の高さに重点が置かれて

おりまして、コンペ方式に比べまして提出者

側も主催者側も時間やお金をかけずに簡便に

対応できる点でございます。また、プロポー

ザル方式では設計者を選定いたしまして、そ

れから具体な設計が発注者との共同作業によ

りまして進めていくことができますので、質

の高い建築設計が可能な方式であると、この

ように思います。 

 デメリットといたしましては、提案書が文

書やイラストによります表現に限定しており

ますため、コンペ方式に比べまして比較しに

くいというご意見もございますが、案ではな

く人を選ぶ方式でありますことから、すぐれ

た方法として今昨今多くの自治体において実

施されておるところでございます。 

 次に、町民懇談会の日程でございますが、

今現在、新庁舎建設基本計画の案の策定に向

けまして町民の皆様から直接ご意見をお聞き

する機会といたしましては、現在考えており
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ますのが３月17日土曜日、太子東中学校の体

育館、そして18日に太子西中学校の体育館で

午前９時から第２回まちづくりの集いとして

開催させていただきます。 

 なお、町民の皆様へ開催の周知といたしま

しては、「広報たいし」３月号への掲載、各

戸へのチラシ配布及びホームページにも掲載

して周知をさせていただきたいと、このよう

に考えております。これは、あくまでも基本

計画案に向けての取り組みでございますの

で、これからそれ以降どんどんと数多く、ま

たこうした庁舎建設の基本設計に向けての説

明会を各校区、またまちづくり懇談会等々も

開催して町民の皆さんに周知徹底していきた

いなと、このように考えるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 ただいま町長のほうから

各項目に対してお答えをいただいたんですけ

ども、この１番で確認をさせていただきまし

た、本当に財政面は大丈夫かという形なんで

すけども、先ほど町長の回答の中に予算は

29億円で、これ第５次太子町総合計画の中に

出ておるんですけども、この中でこれに対し

ての項目が、今何年度どういう金額がという

形が入ってないんですけども、そこら辺をま

た明確にしていただきたいと、それと庁舎だ

けで物事を考えるんじゃなくって、今後、今

も日本では総人口に対して５人に１人が65歳

以上とか、こういう高年齢になっております

し、先ほど出てました医療の問題、子供、そ

れから老人の問題、そういう財政面を考慮し

た上で本当に大丈夫なんかなと思いましての

質問なんですけどもね。 

 そういう意味で、広報に健全化判断比率等

の各項目が出ておるんです。今は確かに黒字

ということで、太子町も収入に対しての一般

会計のこの内容が14.13とか、それから収入

に対しての全会計の赤字額が19.13とか、そ

れから実質公債費比率が14.0、将来負担比率

が95.8とかという数字が出とんですけど、こ

の今町長のご回答になりましたその金額をこ

こへ、この24年度等に当てはめたら本当にこ

のグラフが完全に逆転する形になると思うん

ですけども、そこら辺をまた明確にわかるよ

うな形にあらわしていただけたらと、これは

要望を含めてのあれですけどもね。そういう

意味で私は考えておりますので、お聞きしま

した。 

 それと、庁舎建設の資金は今言われたよう

に29億円ですけども、この中身は特にわかる

ようにしていただきたいことをお願いしま

す。 

 それから、この年の支払い可能金額は先ほ

どお聞きしましたら20年間年間１億円という

ことなんですけども、今までの支払いの形と

しては、あすかホールで１億5,000万円、そ

れからエコロ等もあって、それ以上払ってき

ておられるんですけども、今後１億円だけし

かそういう形ができないかなということに、

本当に大丈夫なんかなということを思いまし

た。いろいろ財政の運用の計画があるのでそ

ういう形になるんかなと思うんですけども、

そこら辺を少しどうなんかなということを思

いました。 

 それと、６番の庁舎の、またほかの工事は

ないかという意味合いにおいて確認してるの

は、今交流センターという形を聞きましたけ

ども、この中に防災に関して、そこのお答え

がないんですけども、これ今国は防災に関し

ては補助金も24年度3,995億円、こういう予

算もって出しているんだったら、できたらこ

の中にそういうことも考える必要があるんじ

ゃないかということを私は思います。この考

えの中には、防災の減災事業とか資材とか備

蓄の施設とか、それから防災計画上の避難所

とか、それから緊急防災とか、こういう単独

事業の形が出てるんですよね。そういうお答

えが出てなかったんですけど、そこら辺はど

うなってるんかと思います。 

 それと先ほどの、次にプロポーザルのとこ

ろで聞きましたんですけども、このプロポー

ザルを採用するときにはコンサルタントとい
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う人の介入はあるんですか、ないんですか。

そこら辺を一つお聞かせください。 

 それともう一つ、最後の町民懇談会の日程

ですけども、これ３月号に出るということで

すけども、広報は自治会によって早く出ると

ころと遅いところがあるんですよね。本当に

それで日程的に間に合うんかなということを

私は思います。そういう意味では、自治会の

直接の回覧とか何か、そこら辺の検討の必要

があるんじゃないかということを思うんです

けども、よろしく回答願います。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この建設につきまして

は、いろいろ今後進めていくところでござい

ますが、先ほどいみじくも議員から29億円の

金額でどういうふうにシミュレーションがで

きるかというようなお問いでございますが、

この中では我々が考えておりますのは交流セ

ンターの広場、また交流センターの建物、触

れ合い的な面、そうしたものを考えながら組

み入れていきたいなというところでございま

すので、細部にわたって本当にこれが今金額

的に公表するべきものかどうかというのは、

冒頭に申し上げましたようにざっくりとした

考え方、そして基本計画、また基本設計等々

の進捗にあわせて、そうしたところはしっか

りと公表していきたいなという思いでござい

ます。 

 補助金関係につきましても、それが補助金

としてつく部分は、やはり今おっしゃいまし

た防災等々で供用でする部分でございまし

て、庁舎本体にはそれはついてこないという

のが今はっきりと申し上げられる部分でござ

います。そうしたところは起債対応で対応し

ていきたい、また町の一般財源で対応すると

いうところでございます。 

 それから、冒頭に申されました体制的な面

でございます。これ答弁でも申し上げました

が、今のところ文化会館の償還も、これは平

成25年で終了いたします。福祉会館が平成

28年度で終了いたしますので、これ２つをあ

わせましても相当の金額になり、私は十分に

その償還対応は可能であるというふうに考え

ておるところでございまして、ちなみに今文

化会館では約１億2,100万円、それから保健

福祉会館5,500万円というところでございま

すので、25年度、28年度で終了ということに

なりますと、私はそうした部分で十分に対応

できると、このように考えております。 

 あと、抜けておる点は総務部長のほうから

答弁をしていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） プロポーザルのご

質問なんですが、コンサルが変わるかどうか

ということなんですが、それはまた新年度に

入りましてどのような方向でもって基本設計

に至るかどうか、今後の検討でございます。 

 それから、町民懇談会の件でございます

が、先ほど町長答弁いたしましたように、ま

ちづくりの集いが３月17、18、土曜日、日曜

日でございます。「広報たいし」にも載せま

すことは今答弁申し上げたとおりでございま

すが、チラシ等も入れまして十分間に合うよ

うな中身になっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 最後に、我々宍粟と真庭

へ行かさせてもらいまして、ちなみに宍粟市

はこの事業費、庁舎建設の事業費が25億円、

それから真庭市が総事業費が27億円。そうい

う意味では、いつも太子町の我々のやりとり

の中ではコンパクトな太子の町であるからコ

ンパクトな庁舎をということで言われておる

んですけど、一番、今これ確認しましたら多

い金額を使われるような計画になろうとして

おるんですけど、そこら辺は、本当に太子町

にふさわしい、立派なという形よりも、この

財政とかいろんな面で考えた上で、住民が納

得し安心してこの太子町が存続できるような

形を十分に考えていただくということをお願

いすると同時に、こういうやりとりを今まで

総務常任委員会でやってきましたけども、今

後は全員入っての特別委員会を設置しまして

当局とのやりとりをさせてもらいますけど
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も、当局と議会、また住民の方々の意見をき

ちっと踏まえた上で今後は進めていただきた

いことをお願いしまして、終わります。 

○議長（佐野芳彦） 吉田議員、ちょっと補

足。よろしいね。 

（吉田日出夫議員「どうぞ」の声あ

り） 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 先ほど事業費で

29億円と申し上げましたのは、総事業費でご

ざいまして、庁舎の箱物のみが29億円ではご

ざいません。用地費も入っております。です

から、その辺だけ誤解のないように念押しを

しておきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 了解いたします。 

 じゃ、これで終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で吉田日出夫議員

の一般質問は終わりました。 

 次、首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 おはようございます。４番

首藤佳隆です。通告に従い一般質問を行いま

す。 

 まず、質問に先立ちまして、私12月議会で

太子みそを使ったメニューを学校給食で出し

てはどうかと提案させていただきましたが、

この２月13日には太子みそ焼きそば、そして

あした28日には巌流島の決闘から400年であ

ることを記念し、宮本武蔵にちなんで太子み

そを使ったばち汁を武蔵汁と地元有志が名づ

けたメニューが給食に出されます。 

 13日に太子みそ焼きそばが給食に出た後

で、私のほうにいろんな方からお声をちょう

だいしたんですけども、学校から帰ってきて

子供がおいしかったから家でもつくってくれ

と言われたんでレシピを教えてほしいとか、

太子みそを使ったメニューを出しているお店

にのぼりでも立ててくれたらわかりやすくて

いいのにとか、もっといろんなところで太子

みそが買えたらいいのになというふうな声が

届きました。 

 また、小学校の給食で太子みそ焼きそばと

いうものが出たらしくて、何でもソースとは

違ってあっさりしていておいしいらしいで

す、どこか出しているところがあれば私も行

ってみようかなという、30代のお父さんの書

かれているブログもありました。 

 また、太子みそに関してはサンテレビのひ

ょうごワイワイのテレビ放映、ｅｏ光ネット

街角トレジャーハンターでのケーブルテレビ

放映、またインターネット放映という形で太

子みその積極的なＰＲが進んでいることは喜

ばしい限りです。 

 町長におかれましても、今後どこか遠方へ

出張されるときにはぜひ太子みそを手土産に

持っていかれるよう、お願いしておきます。 

 今後も太子みそ、そしてそれを使ったグル

メが子供から大人へ広がっていくような流れ

が定着していけばいいなと思いつつ、一般質

問に移っていきます。 

 都市計画マスタープランの中で、石海地域

のまちづくりの方針としてＪＲ網干駅に近い

玄関口であり、その立地特性を生かした広域

交流拠点の形成を目指しますと記載されてい

ます。さらに細かく、快適な生活を実感でき

るまちづくり、交流が盛んで移動しやすいま

ちづくり、産業が充実した活力のあるまちづ

くりとあり、ＪＲ網干駅周辺を広域交流拠点

として、にぎわいのある商業地や利便性のあ

る住宅地、ＪＲ網干駅とのアクセス強化など

が基本的な方針として記載されています。ま

た、先日の町長の施政方針では、政策５、快

適で住みやすいまちづくりの中で都市計画道

路龍野線立体交差事業や、都市計画道路網干

線の都市計画変更など道路ネットワークの構

築を図るとあったことを踏まえて、次の３点

を質問します。 

 まず、一つ目。ＪＲ踏切高架事業の具体的

スケジュールを伺います。 

 ２点目、ＪＲ網干駅周辺のにぎわいのある

商業地としての現状と方向性を伺います。 

 ３番目、ＪＲ網干駅とのアクセス強化の現

状と方向性を伺います。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 
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○経済建設部長（山本武志） まず、ＪＲ踏

切高架事業でございますが、兵庫県の社会基

盤整備プログラムにおきまして、平成25年度

までに事業着手予定と公表されております。

既に平成24年１月で国の事業認可手続は終了

いたしておりまして、あわせて１月に告示を

したところでございます。現在は、おおむね

現況測量が終了いたしておりまして、年度内

には詳細設計が完了する予定となっておりま

す。 

 また、今後の予定でございますが、平成

30年度の事業完了を目標として順次用地買収

等を進めていく予定と聞いております。 

 次に、にぎわいのある商業地としての現状

と方向性ということでございますが、従前は

ＪＲ網干駅北側の大型店舗の旧ジャスコを中

心といたしまして、太子御津線沿道からＪＲ

網干駅北口までが近隣商業地域として駅前の

立地を生かしました土地利用がなされており

ました。しかしながら、近年集合商業施設や

郊外型大型大規模商業施設などの開店の影響

を受けまして、旧ジャスコが閉鎖してから以

降につきましては徐々に店舗数が減少してき

ている現状でございます。 

 現在、都市計画道路龍野線の整備とあわせ

ましてＪＲ網干駅糸井西南地区の土地区画整

理事業の沿道の土地利用や、姫路市で進めら

れております網干駅北土地区画整理事業など

の都市基盤整備の促進によりまして、住環境

と調和のとれた商業地が形成され、京阪神へ

の始発駅の利便性を生かした土地利用がより

一層進むことによりまして、駅周辺の活性化

につながるものというように考えておりま

す。 

 次に、網干駅とのアクセス強化ということ

でございますが、現在はＪＲ網干駅へのアク

セスといたしましては主には県道太子御津線

を利用されることが多く、特に駅に近接いた

しました茶ノ木踏切では、ボトルネックとし

て慢性的な渋滞と交通障害が起きている現状

でございます。また、交通量の多さに反しま

して道路幅員も狭く、歩道未整備のため歩行

者や自転車の利用者によりましては非常に危

険な状況でございます。 

 今後につきましては、昨年に都市計画決定

され本年度より事業に着手しております都市

計画道路龍野線や、今後予定をされておりま

す都市計画道路網干線の事業化を促進しなが

ら、駅前周辺の慢性的な渋滞解消と、自転車

や歩行者が安心・安全に利用することができ

る道路ネットワークの構築を進めていきたい

というように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 スケジュール等を説明いた

だきました。 

 答弁にあるように、茶ノ木踏切の渋滞って

いうのはもうかなり前からの懸念事項であり

ますんで、これの解消ということが非常に町

民の方々の関心事項でもあります。 

 また、答弁のほうで京阪神への始発駅って

いうこともおっしゃられたわけですが、最近

ちょっと網干駅始発の電車が少なくなってお

るというふうな状況もありますんで、その辺

のことも考えつつ、これから進んでいけばと

は思いますが。 

 一般質問に先立ちまして、私も石海地区の

自治会長さんからいろんなことをお聞きした

りもしたんですけども、まずにぎわいのある

商業地ということも関連しまして、糸井南自

治会ですが、ご存じのとおり古い商店が建ち

並ぶ地区であるんですけども、地元からも開

発に関する組合がなくなって定期的な進捗状

況説明が滞ってるんだというふうな声も聞い

てます。にぎわいのある商業地というプラン

がどのようなものかになっていくのかについ

て、今答弁のほうではご説明していただいた

んですけども、もっと地元住民の方に定期的

な説明会等の、糸井南地区のまちづくりの集

いのようなものができないかどうか、その辺

お聞きしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 特に特定して

糸井南地区ということでご質問でございます
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が、龍野線の都市計画変更を行いますときに

おきましては、それぞれの自治会ごとに説明

をさせていただきました。あと、今後は事業

が進んでまいりますので、まずはその事業、

当然ご協力をいただかなければ事業は進みま

せんので、それは事業施行者として地元に入

って説明を、まずは事業着手に向けての説明

というのは今後さらに進めていきたいという

ように思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 地元への説明をさらに進め

るということでございますんで、できるだけ

速やかに、また数多くできるようにしていた

だきたいと思います。 

 今度、線路南の区画整理で糸井西南ってい

うところができたり、竹広南も広くきれいに

なるっていうことですけども、実際に竹広南

の自治会から聞いてることであるんですが、

南北の線路横断がどのようになるのかがちょ

っとわかりにくいと。現在柿ヶ坪踏切が閉ま

るっていうこと、茶ノ木踏切は自転車歩行者

道の予定であるっていうふうには聞いておる

んだけども、新しい立体交差の陸橋ができた

ときに、その下に自歩道ができないかとかと

いったことも含めて、１年前に竹広南さんか

ら南北の動線に対する要望書が出てるってこ

となんですが、その要望書に対する回答が出

てきてないんだっていうふうなこともお聞か

せしていただいたんですが、県や姫路市、Ｊ

Ｒとの調整もあって協議が難しいってことは

想像は十分できるんですけども、先ほど言い

ました糸井南自治会への定期的な説明と同様

に、南北の動線に関して関連する竹広である

とか竹広南とか米田とか糸井南、糸井北とか

っていう地元の皆さんへの定期的な説明の予

定のほうは、これに関してはどうなってます

でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 龍野線高架に

伴います踏切の処理でございますけども、Ｊ

Ｒのほうにつきましては先ほど議員がおっし

ゃった茶ノ木踏切の自歩道化、そして柿ヶ坪

踏切の閉鎖というような、基本的な部分では

そういったことは我々もお聞きして地元へも

そういうお話を差し上げたところでございま

すが、先ほどおっしゃってました地元自治会

からのご要望、ＪＲに対する要望等も受けま

して私どもは進達をさせていただいておりま

すが、その件については既に自治会には、結

果的にＪＲとしては、その要望についてはそ

の時点では受け取れないというようなお話し

もございまして、地元にはそういった旨ご返

事を差し上げております。 

 柿ヶ坪が閉鎖ということについては、これ

までの利用状況を見てみますと、やはり非常

に重要な歩行者、自転車の踏切でもございま

すので、それにかわる代替措置というのは当

然必要であるというように考えております。 

 茶ノ木が自歩道で残るということで、でき

ればその茶ノ木へ、線路南から茶ノ木まで行

ける動線というのを何とか確保したいという

ことで、今後協力をいただかなければならな

い土地もございますので、そういったことで

方向としてはそちらのほう、できる限り達成

といいますか、そういった措置がとれるよう

に協議等を進めていきたいというように考え

ております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 代替措置の必要性というこ

とも十分おわかりいただいてるようでありま

すし、茶ノ木踏切まで行ける動線ってことも

考慮願ってるようでございますんで、その辺

先ほどの糸井南のこととあわせまして地元の

方への説明等を速やかに、また回数も多くし

ていただくようにしていただければと思いま

す。 

 24年度の当初予算、都市計画費の中で、網

干線周辺道路基本設計委託料も計上されまし

て、新庁舎建設と並ぶ踏切の高架、龍野線の

立体交差事業、さらには網干線計画とそれら

に伴う周辺地域の区画整理という、とても大

きなプロジェクトが始まっていくわけでござ
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います。地元住民の皆さんへの定期的な説明

会の実施とか、また地元の声が反映される機

会を持つこと、またその声を生かすことので

きるプランニングをお願いするとともに、実

際あの踏切の高架工事が始まったら、線路沿

いからの網干駅へのアクセス等で工事のため

に迂回するとか、そういったことが生じてく

ると思います。そういったときにも直前にな

って混乱を招かないように、工事予定が判明

次第広報、ホームページで周知していただい

て、回覧板や説明会も実施していただいて、

その迂回に関することとか危険なところであ

るとか、そういったことの説明っていうのを

周知をお願いしたいと思いますが、その辺し

っかりとやっていただけますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 当然地元に対

しては事業のまずは説明、それから着工する

場合での工事説明等やっていくというように

考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 そういった実際に工事が始

まったときの周知のほうも、危険回避ってい

うことの周知を徹底してお願いしたいと思い

ます。 

 それで、次の質問に移らせていただきます

が、きょうすべて石海地区の網干駅とかに関

連していく質問になっておりますけども、

次、国内の公共施設やインフラの多くは高度

経済成長期に建設されました。今後老朽化に

よる耐震化、補修整備、維持管理という問題

に直面します。これらについては、太子町内

においても同じ状況で、今後公共施設やイン

フラの長寿命化が大きな課題となってきま

す。 

 23年12月の定期監査報告の中で、街づくり

課に対して町内のＪＲ３陸橋の補強及び耐震

化の推進に努められたいと、監査委員のほう

から指導要領が示されております。また、先

日の町長が施政方針の中で政策４ですかね、

安心して暮らせるまちづくりの中で、町が管

理する橋りょうが老朽化しており、予防的な

修繕や計画的なかけかえを実施するため、平

成24年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定する

と述べられたことも踏まえて、今回は、子供

たちの通学路にもなっており子供の安全・安

心の観点から、陸橋と歩道橋の２点に絞って

質問させていただきます。 

 ご存じのとおり、石海地区には電車基地と

呼ばれ、多くの人の日常の中に溶け込んでい

る網干総合車両所があって、大きな位置を占

めております。この電車基地は、1965年６月

に用地買収開始、1968年10月に明石電車区網

干派出所として開設されました。現在の網干

総合車両所に至っています。ということは、

６年半後の2018年10月には開設してから50周

年を迎えることになります。 

 この電車基地の開設に伴い、1968年３月に

太子陸橋、1971年３月に長金陸橋、そして

1980年１月に中道跨線橋が竣工され、この３

月で太子陸橋が44年、長金が41年、中道が

32年と、それぞれ長い年月が経過していま

す。そこで、この網干総合車両区をまたぐ３

本の陸橋の耐震化及び整備について伺いま

す。 

 次に、町内には８つの歩道橋があります。

ＪＲをまたぐ陸橋と同じく、これも設立から

数十年を経過したものが多く存在します。中

でも龍田小学校前、太田幼稚園前、石海小学

校前の３つは地域の宝である児童・園児が通

学、通園に利用していることを踏まえて、二

つ目の質問で、子供の安全・安心のため、町

内にある歩道橋の管理状況、耐震化及び整備

について伺います。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まず、陸橋の

耐震化ということでございますけども、平成

８年度におきまして太子陸橋ほか２橋につき

まして橋りょう防災点検を実施いたしており

ます。太子陸橋につきましては、けたがかり

の長さが不足していることが判明いたしまし

たので、落橋防止システムの設置、あわせて

けたや高欄の塗装及び支承部の防錆工事処理
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や車道舗装の打ちかえなど、維持管理工事を

実施をいたしております。 

 他の２橋につきましては、けたがかりに必

要な長さが確保できておりましたので、落橋

防止システムの設置工事は実施しておりませ

ん。 

 しかし、３橋すべてにおいて床版あるいは

橋脚についての詳細点検は実施しておりませ

んので、具体的な耐震調査というのはできて

おりません。 

 今後につきましては、平成22年度より実施

をいたしております橋梁長寿命化修繕計画策

定事業の中で橋りょう点検を実施をいたしま

して、計画的かつ予防的な修繕やかけかえ計

画を策定する中で、必要な耐震化計画を検討

して長寿命化に努めていきたいというように

考えております。 

 次に、歩道橋でございますが、町内に設置

をされておる歩道橋につきましては、県管理

も含めまして全部で８橋あります。そのうち

２橋につきましては太子町が管理をいたして

おります。 

 今指摘のありました福地歩道橋につきまし

ては昭和46年度に、そして龍田小学校前の平

方歩道橋につきましては昭和61年度に設置を

いたしたものでございます。 

 管理の状況でございますけども、福地歩道

橋につきましては平成12年度に、平方歩道橋

につきましては平成18年度に塗装や表面舗装

などの改修を行っております。今後も適切な

メンテナンスを周期的に行いまして、維持保

全に努めていきたいと考えております。 

 耐震化につきましては、建設当時の設置基

準を使用しておりまして、福地につきまして

は歩道橋指針、平方歩道につきましては立体

歩道施設の技術基準を適用し設計しておりま

して、それが現在の耐震性の基準に合致して

おるかということにはならないわけなんです

が、ある程度一定の基準は満たしていると、

現在のところはそういう考え方をしておりま

すが、耐震に向けての調査っていうのはやっ

ておりませんので、今後は耐震点検調査等を

含めて調査をしていきたいというように考え

ております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 その町が管理する２つを実

際に見てくると、龍田小学校のところは先ほ

どおっしゃられた昭和61年なんで、まだちょ

っときれいな感じでした。しかし、昭和46年

につくられた福地歩道橋、やっぱり大分傷ん

でおります。そういったところで、小学校の

児童また園児が通うわけですから、今後耐震

化とか点検をするっていうことですが、早急

にできるようにっていうふうなことをお願い

したいと思います。 

 ３本の陸橋について、ちょっと話を戻しま

すが、23年度当初予算で計上されていたの

が、この３月の補正予算で土木費の２項道路

橋りょう総務費で900万円の減額補正が出て

おります。改めて24年度当初予算で橋梁点検

業務委託料とか、橋梁長寿命化修繕計画策定

業務委託料が計上されていますけども、23年

度から24年度に延期された理由をとりあえず

お聞かせください。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 23年度につき

ましては、ＪＲ３橋の橋りょう点検を実施す

る予定で、軌道部以外の部分もすべてＪＲに

お願いしようということで当初は計画をいた

しておりました。他の橋りょう点検の中で、

非常に入札残ができたもので、その分ＪＲに

すべてをやっていただこうというような予定

をしておりましたが、軌道部以外の部分につ

いてはＪＲが点検をしなくてもいいというこ

とでございましたので、そちらのほうもＪＲ

に任すんではなくて他の橋りょう点検をした

ものの事業の中で対応させていただいたとい

うことで、その分が減額ということになって

おります。 

 それから、24年度は終わりますので、それ

について今度は長寿命化の計画をつくってい

くというようなことがございます。そちらの

費用を計上させていただいております。 
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○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ありがとうございます。 

 平成23年度発注見通しに関する公表という

データがあるんですが、その中で23年度第２

四半期に約３カ月の工事期間予定で長金陸橋

伸縮装置修繕工事、内容は伸縮装置補修とな

っているんですが、この詳細についてご説明

願います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） これは、ちょ

うど橋りょう部の継ぎ手の部分でございま

す。道路表面には出ているわけですけども、

そちらのほうのふぐあいがございましたの

で、それは早急に対応しなければならないと

いうことで、今回23年度で対応したというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 さらに長金の陸橋について

聞きたいんですが、長金陸橋の線路北側にあ

る歩行者用の階段がかなり古くなっていまし

て、腐りかけているような状態であることを

確認してきました。また、長金のほうの橋の

下側部分とか、ガードレールの部分の色あせ

とかがかなりひどいんですが、これの補修工

事予定はありますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） そのあたりも

含めまして、長寿命化計画の中で検討してい

くというように対応していきたいというよう

に思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 その長寿命化計画が今年度

作成されるんですが、年間を通した作成でし

ょうか。何月ごろまでに作成が終わって工事

はいつごろ始まるとかっていうスケジュール

はわかりますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 一応、24年度

中の計画ということでございますので、今の

ところ終期については年度内ということを考

えております。修繕計画を立てないと国の交

付金対象にならないというようなこともござ

いますので、それについてはまずそちらをき

っちり仕上げてから財政的なことも見ながら

対応していくということになろうかと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 特に歩行者用の階段が危な

い状態ですんで、できるだけ速やかにできる

ようにというふうにお願いしたいと思いま

す。 

 次に、真ん中の一番大きな太子陸橋なんで

すけども、線路の北側、福地の保育園側です

ね、駐在がある側ですけども、北側道路の上

に多分恐らく歩道と車道のすき間が原因なの

かなとも思うんですが、陸橋のジョイント部

分の箇所のあたりから雨漏りがひどい状況

で、下に駐車場もあるんですけども、それ以

外線路沿いの道路のところにすごい雨漏りが

ひどい状況なんですが、そういったときの雨

漏り、この大雨のときに道路が冠水するよう

な状況までいっております。その辺の補修に

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 雨漏りについ

ては、とゆの詰まり等も一部要因もあるとい

うことも考えられますので、そのあたりは一

度現場を見させていただいて応急に対応でき

るものについてはしていきたいと。根本的に

修繕が必要であるということであれば、先ほ

ど申し上げました長寿命化計画の中できちっ

とうたっていくというように考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 一度現場のほうを見ていた

だけるということなんで、できるだけ早くお

願いしたいと思います。 

 できてから三十数年というふうな形で、ほ

かの太子と長金よりも若干新しいことになる

中道の跨線橋なんですけども、こちらもガー
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ドレール等かなり色あせ等が見受けられます

んで、長金、太子陸橋とともに中道跨線橋も

そういう整備、補修はしっかりとしていただ

きたいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

 続いて、国道179号線のこの太田幼稚園、

小学校前の歩道橋なんですが、北側幼稚園側

の階段裏側に、ちょっとここでは言えないよ

うな内容の卑わいな落書きがあったりして、

先日管理課のほうにお知らせしましたらすぐ

に対処していただいて、その落書きが見えな

くなるようにこすっていただいたんですけど

も、迅速な対応に感謝しておりますが、今後

も児童・園児が通学、通園に使って非常に目

につきやすい場所なんで、今後も落書きには

注意しておく必要があると思うんですが、何

か対策のほう考えていただけますでしょう

か。 

○議長（佐野芳彦） それは、ちょっと通告

にはないけども、どないですか。陸橋に落書

きがあったということ、どこが答弁されま

す。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） そういった環

境的な部分もございますので、それは通常の

維持管理といいますか、そういった部分で注

意をしていきたいというように思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ありがとうございます。 

 また、この福地歩道橋、石海小学校の歩道

橋ですけども、西側の上り口の付近のとこ

ろ、福地から出てきたところですけども、鳥

のふんが非常に多くてかなり汚れておりま

す。また、東側の階段には上にかなり泥がた

まっていたりするんで、地域の宝である児

童・園児が通う場所としてはちょっとふさわ

しくないような状況になっております。はっ

きり言うと汚い状況なんで、そういったとこ

ろも何らかの環境美化が必要というふうに感

じるんですが、その辺何か対策いかがでしょ

うか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 通常の管理の

中で十分注意をしていきたいというように思

います。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 やはり、歩道橋は児童が通

うところであります。子供にふさわしいきれ

いになるように、切に要望しておきます。実

際にちょっとしたあれですけども、福地の歩

道橋のところ、ちっちゃい小学校の低学年の

女の子が汚いからよう渡らんていうふうに泣

いてる状況を見たこともありますんで、その

辺切にきれいにしていただきたいなと思いま

す。 

 陸橋、歩道橋ともかなり古くなってきてお

り、ほかの道路も含めてインフラの整備、維

持管理は今後も大きな課題として残ってきま

す。公共施設の長寿命化とともに、今年度策

定される橋梁長寿命化修繕計画に基づいて

中・長期的な整備計画と予算計画を立ててい

ただいて、安全・安心のまちづくりをお願い

して次の質問に移ります。 

 冒頭で触れました２月12日のサンテレビの

ひょうごワイワイという番組の中で、こだわ

りキラリ☆わがまちの一品の中で太子みそが

紹介されたんですけども、その後次のふるさ

と新発見というコーナーで高砂市の高砂町の

取り組みが紹介されておりました。 

 ここで紹介されていたのは、高砂市商工会

議所観光協会が主体となって2011年７月に立

ち上がった高砂町空き家・空き店舗プロジェ

クトというものでした。 

 このプロジェクト設立の目的は、ブログに

よると、町の中に空き家が増える。何となく

活気がない感じがしたり、防災や治安面での

不安が出てきます。また、老朽化した空き家

はかわらの落下事故や庭に草が生えて蚊が発

生するなどで、ご近所の迷惑につながる可能

性もあり得ます。そこで、このたび高砂商工

会議所、高砂市観光協会は高砂町活性化運動

を推進されている各種団体や行政の協力のも

と、高砂町空き家・空き店舗活用プロジェク
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トを設立し、高砂町に点在する空き家、空き

店舗をお店を持ちたいと思っている人、また

活動場所を探しておられる市民団体や文化活

動団体、アーチストなどに貸し出すことを提

案する事業を開始することとなりましたと記

載されています。 

 少子・高齢化と都市部への人口流出、そし

て高度経済成長期に生まれた新興住宅地が今

やオールドニュータウン化しているなどのさ

まざまな要因が重なって、全国至るところで

空き家、空き店舗の問題が生じており、全国

各地でそれらの有効活用への取り組みが広が

っています。 

 例えば、空き家をアーチストに安価で貸す

ことで各地から移住してきた画家、陶芸家、

写真家、ガラス工芸家などが家族で住むよう

になり、人口減少に歯どめがかかったほか、

何より地域に活気が戻ったという事例など、

すばらしい取り組みを実践されている地域が

数多くあります。また、近隣の播磨地区で

も、先の高砂市での取り組みを始め、太子町

を含めた13市９町22の自治体の中、14の自治

体が何らかの形で空き家、空き店舗対策を既

に行っております。 

 太子町内でも少子・高齢化が進み、新興住

宅地以外には空き家、空き店舗が増えて、石

海地区の自治会長さんからもだれかが忍び込

んでたばこ吸っていたとか、水道管が破裂し

たとか、空き家が増えて困っているとの声も

多数お聞きしております。 

 このように空き家、空き店舗については防

犯、防災、またまちづくりという観点からも

何らかの対策を行うことが必要となってきて

いると思われます。 

 そこで、次の２点について質問します。 

 １つ、近隣市町の多くが設置している空き

家バンク制度の導入について、町としての考

え方を伺います。 

 二つ目、たつの市の龍野北高校生による町

ぢゅう美術館、先ほど申しました高砂市に店

を持ちたい人、活動場所を探している市民団

体や文化活動団体、アーチストなどに貸し出

すことを提案する事業などのように、空き店

舗を有効に活用する事業の促進について、町

としての考え方を伺います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まず、１点目

でございます。 

 高齢化、あるいは過疎化が進む中におきま

して、地方の空き家が増えている現状を踏ま

えて、その対策の一つといたしまして空き家

バンク制度というのがございます。 

 先ほども申されました定住促進、あるいは

また地域の活性化、治安の防止などにも効果

があり、地方での戸建て住宅の空き家率が高

くなっていることを受けまして、国も対策に

力を入れているところでございます。 

 その一方で、空き家バンク制度の課題も多

く、その地域の慣習あるいは財産権などの問

題も多くありまして、地域住民の主体的な関

与や、あるいは合意形成が不可欠であると感

じているところでございます。そのために、

単に空き家バンクを創設するのではなくて、

まちづくり協議会などによります地域の課題

を抽出する中で、地域の実情に沿った空き家

活用が必要であると考えております。 

 今後も積極的にまちづくり協議会の支援を

しながら、地域主体で実情に沿った空き家対

策などの方策の検討を進めてまいりたいとい

うように考えております。 

 次に、空き店舗の関係でございますが、た

つの市におきます町ぢゅう美術館や高砂市の

高砂町空き家・空き店舗活性プロジェクトの

ように、空き店舗を活用して地域づくり活動

を進める取り組みは、商店街を持つ市町など

を中心に全国的な広がりを見せているところ

でございます。 

 現在、太子町及び太子町商工会では空き店

舗の正確な数につきましては把握できており

ませんが、兵庫県が商店街新規出店・開業等

支援事業の一つとして実施をいたしておりま

すひょうご空き店舗情報の提供を町内の商工

業者などに周知するなどをし、登録や活用を

呼びかけることにより、空き店舗を活用して
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の事業展開、あるいはまちづくりを進める際

に役立つ情報として、空き店舗を有効に活用

できるよう町と商工会、地域が連携して情報

収集と情報提供に努めてまいりたいというよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ありがとうございます。 

 先日24日だったと思うんですが、神戸新聞

に西播磨県民局の記事として、田舎暮らし促

進へっていうふうな記事も載っておりまし

た。というふうに、この西播磨地域でも、こ

の県民局のプランでいくと古民家などを活用

した体験モデル事業を始めるというふうな記

事が載っておりましたけども、そういったこ

とも踏まえながら、この空き家バンク等につ

いては播磨地区22の自治体中14の自治体で対

策をとっておられます。部長の答弁の中にも

課題等も述べられたわけですけども、そもそ

もこの空き家バンク条例とか要綱の設置にお

いて、その目的として私が考えるに大きく２

つの分類がなされると思うんですが、一つは

自治体挙げての人口増加と定住促進、要は人

口減ってるから何とか新しい人に住んでもら

おうという考え方で空き家バンク制度を実施

している自治体があります。もう一つは、商

店街の活性化や歴史や文化、アート、グルメ

といったふうな観光促進につながる地域活性

化といいますか、シティープロモーション的

なことを目的にしたという、大きく２つに分

類できると思うんですけども、人口増加や定

住促進を目的とした空き家バンク制度を実施

している自治体の条例等を拝見しますと、売

買とか賃貸を問わずリフォーム助成等の施策

を併用するなど、空き家バンクと併用するこ

とでより定住促進につながるような施策を設

置している自治体が多いことに気がつきまし

た。 

 その一方、シティープロモーションを目的

とした空き家とか空き店舗の有効活用を実施

している自治体を見ると、子育て世代を中心

にとらえた施策を関連づけているところと

か、中学生や高校生に対する体験プログラム

などを企画したりして教育の一環として位置

づけているところ、また冒頭で触れたように

アーチストに限って賃貸しているところ、ま

た特定の職業、例えばアニメクリエーターだ

けとか、ＩＴ関連に従事するプログラマーだ

けとか、さらには都会にある企業さんに対し

て田舎暮らしを体験できる福利厚生施設用に

賃貸しているなど、自治体独自のプランニン

グで町を活性化させようとしていることに注

目をしたわけですけども、このように考えて

いくと微増ながらも人口が安定している現在

の太子町に適しているスタイルは、地域ブラ

ンドの確立ということに関して、観光という

側面からも、このシティープロモーション的

な空き家、空き店舗の有効活用が重要なアイ

テムであると思うんですが、これについて太

子町としてどのように考えていかれるかのお

考え方をちょっとお聞かせしていただきたい

と思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほど申され

ました人口とか定住に関しては、太子町では

該当しにくいんではないかというように思い

ます。今の観光目的というようなことでござ

いますが、そういった部分では例えば今鵤地

区におきましてそういったまちづくり協議会

による、あわせて景観形成等への取り組みも

なされておりますし、そういった中で空き

家、空き店舗を利用するということについて

は有効な手段であるんではないかというよう

には考えます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 今部長から事例として鵤地

区のまちづくり協議会、ふるさとまちづくり

協議会の事例も言っていただいたんですが、

こういったシティープロモーション的なこと

を行政が一から十まで企画、実行する必要は

ないと思います。地域住民とかＮＰＯなどが

主体となるようにアイデアを募るとか、いろ

んな方法が考えられるわけですけども、何か
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しらの最初の一歩を歩んだ後で行政側からも

支援していただくような流れができ上がるっ

ていうことが、シティープロモーション型の

この空き家とか空き店舗の有効活用がうまく

いく前提だと思います。 

 そこで、いろんなアイデアもあるんですけ

ども、時間も限られておるんで一つ、きょう

最初から言ってますＪＲの踏切の高架事業と

か陸橋の保全であるとかということを考える

と、斑鳩寺を中心にまちづくりがされていく

と。石海地区は、網干駅の玄関の電車基地を

含めたまちづくりっていうふうなことを考え

ていく必要が今後出てくるんではないかと思

っております。 

 そういったことも含めて、最後に空き家、

空き店舗、こういった有効活用のことについ

て、町長のお考えをお聞きしたいんですが。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この空き家、空き店舗

等々の問題でございますが、これは難しいん

ですよね、本当のとこ。行政が先行しても、

もう途中でとまってしまう。また、地域をあ

る程度把握し、まとめていかなければ、これ

もぽつんぽつんであればやりにくい。 

 そうしたところ、私も西播磨の県民局での

懇話会等に出席もしておりますが、そこでも

太子町にはなじみにくいなというのが現況で

ございます。 

 いろいろと話をお伺いいたしております

と、やはり一つ何か大きな目的、メインの目

的を持って、それに沿って地域に、商工会、

地域の皆さん、また行政一体になって初めて

この対策には取り組んでいけると、このよう

に考えるところでございますので、どういう

ふうに発信していくか、投げかけていくか、

そこらはしっかりと押さえて取り組みを進め

なければいけないと、このように考えるとこ

ろでございます。 

 何分太子町の現況を見てみますと、旧国道

２号線沿いに大型店舗等々が張りついていっ

ておりますので、そうしたところでこの商店

の空き店舗の進出というのを目的を何に、そ

したらどういうふうに展開していくか、そこ

らは十分協議していき、また地域の盛り上が

りというのも私は必要としてこようと、この

ように考えますので、そうしたところを核に

なると言いますと商工会、また観光協会等々

とご相談をしなければいけないと、このよう

に思いますが、今行政からこうやろうという

ことは若干危険であるんではないかなという

思いがいたします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 町長のお考えをお聞きした

わけですけども、今後は確実に太子町でも空

き家とか空き店舗は増えてくると思います。 

 先ほども申しましたが、鵤は景観というこ

とを考慮しつつ、まちづくり協議会で新庁舎

のことも含めながらまちづくりの計画を住民

の方中心にやっていかれております。だから

というわけではないんですけども、ＪＲの立

体交差事業を含め、また都市計画の網干線と

いうのも計画されていくわけですから、その

辺を含めた石海地区の景観づくり、まちづく

りっていうのを行っていかなければいけない

んだろうと思っております。 

 そういったところも含めて、現在ある空き

店舗、空き家も含めながら石海地区のまちづ

くりっていうことをここにいらっしゃる

方々、きょうも傍聴に来られてありがたいん

ですけども、石海地区で協議していけるよう

な体制づくりをできたらなと思っております

ので、その辺よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問終わります。ありがとうご

ざいます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で首藤佳隆議員の

一般質問は終わりました。 

 次、森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ６番森田眞一でございま

す。通告に従いまして質問させていただきま

す。 

 まず１点目は、マンモス化した太田小学校

の今後の見通しと教育環境の改善についてお

伺いいたします。 
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 県下のほとんどの市町で人口の減少が見ら

れる中、当町は少しずつでありますけれども

毎年人口が増えております。これは、地の利

によるところもあると思いますけれども行政

的なもの、それからいろいろな要因があると

思われます。いずれにしても町の活力という

面におきましては、人口増は大いに歓迎され

るものであろうと思います。 

 しかし、その一方で宅地化が進んだ太田校

区においては、小学校の児童数が1,100人を

超え、学校全体が飽和状態寸前の状況にあり

ます。校庭でさえ、運動会で全児童が整列し

て体操をする様子は窮屈そうに感じます。 

 今後35人学級の全学年の実施や、校区内の

あちこちで見られる宅地化で児童数がもっと

増え、学校施設がパンクしそうな状況にあり

ますので、何とかならないんだろうかとい

う、心配する声が聞かれます。教育委員会

は、これについてどのような見通しを持って

おられるのか、お聞きします。 

 また、このようにマンモス化した状態は教

育環境や学校運営上決して好ましいことでは

ないというふうに考えますが、この改善、解

消についてはどのようにお考えになられてお

られるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 森田議員のお尋ね

の、大規模校となった太田小学校の教育環境

につきまして答弁させていただきます。 

 太田小学校の児童、学級数は、昭和59年度

の児童が1,340人、クラスが33学級をピーク

に、児童数では平成12年度では824人、学級

数では平成11年度の25学級まで緩やかに減少

してまいりましたが、平成12年度以降は増加

に転じ、平成20年度は16年ぶりに1,000人を

突破し児童が1,056人、クラスが33学級とな

りました。これは、第２次ベビーブーム世代

のお子さんたちがちょうど就学期を迎え、平

成20年度の新１年生が児童214人と、200人を

超える大きな学年となったことによるものと

考えております。 

 今後の太田小学校における児童、学級数に

つきまして、住基台帳をもとに推計いたしま

すと、児童数については今年度の1,120人が

ピークであり、学級数につきましても昨年度

の39学級をピークに減少していき、平成20年

度に入学した214人の児童が中学校に進学す

る平成26年度には児童・生徒数がピーク時よ

り約30人、クラス数にしまして３学級の減と

なるものと推計いたしております。したがい

まして、今後は児童数、学級数とも緩やかな

減少傾向であると考えております。 

 しかしながら、太田小学校の大規模校であ

る姿が一気に解消するものではございませ

ん。学校の適正規模化への方法としまして

は、学校区の調整による通学区域の変更や学

校の新設などが上げられますが、しかし今日

に至るまでのその経緯を考えますと、当面は

現状に即した対応をとりつつ、学校運営に広

がりが期待できるなどの大規模校としてのメ

リットを生かしながら一人一人の子供たちが

持つよさや可能性を伸ばしていき、創造性や

チャレンジ精神をはぐくめるよう教職員が子

供たちと向き合う時間を多く持ち、家庭や地

域と連携しつつすべての児童が元気で楽しく

安全に学校生活を送れるよう、よりよい教育

環境の整備充実を図るよう努めていくことが

重要であると教育委員会としては考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 今後少しずつ児童数が減少

していって、今の状況がピークであるからと

いうふうな答弁だろうというふうに思います

けれども、これについても今言いましたよう

に、校区の中で宅地化があちこちに見られま

す。今後もまだそういう宅地化の場所とか要

因というようなもんが、この校区については

なくなるというような状況ではないように私

は考えるんです。そういうことで、今次長の

ほうから答弁いただきました、その徐々に減

っていくというのは現在の数字上を見てそう

いうふうに考えられてるんだろうと思います

けれども、この社会増というのはどういうふ
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うに見られておるのか、その辺もお聞きした

いと思います。 

 それから、私は思うんですけども、この太

子町においてその市街化区域の、特に太田校

区全体のまちづくりの計画っていうんでしょ

うか、都市計画っていうんでしょうか、それ

がどうも状況よりも遅れて行政のほうが進ん

でるんではないかなというふうな気をしてお

ります。計画的なまちづくりにもう少し積極

的に取り組んでいただいて、ある程度の人口

誘導もそういうところで考えていただけた

ら、行きどまりの道とか小河川のはんらんと

か、そういうものも同時に解決していくよう

な道をとっていただけたらありがたいという

ふうに思うんですけども、その辺については

いかがでございましょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 確かにそういう大

規模校の面でございますので、森田議員もご

心配いただいたように、校庭いっぱいで運動

会などでは大変な人でございます。そういっ

た面では、本当に申しわけないなと思ってお

りますし、今お尋ねの社会増の関係でござい

ます。確かに宅地開発が進んでおるのは事実

でございますので、緩やかでございますが社

会増はあると思います。 

 そして、従来の村の中から、核家族化によ

りまして人口的にはさほど増えないんですが

戸建て数が増えるというような傾向もござい

ます。そういった面で、若い世代が村から出

て別のところで家を持つというような傾向も

確かにございます。そういった面で緩やかな

増加はあると思います。 

 それと、市街化都市計画の面でございます

が、太田校区に人口が集中しないように他の

地域を整備していけば、確かにそちらに人口

が、他の地域は人口増が図れるということは

言葉の上では確かに可能性はあると思います

けれども、そうしようと思えば児童公園をつ

くるとか街区公園をつくるとか、配水の関係

等もございますので、莫大なお金がかかるわ

けで、そういった面で現状としては民間の開

発主導にならざるを得ない、それを行政が後

を追っていくという、そういった現状も確か

にご指摘のとおりあると思います。それは、

もう民間が先行するのはやむを得ないという

ように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 都市計画の面からはど

うかということなん。副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議員おっしゃるよう

に、太田校区におきましては市街化区域が広

いものですから非常に開発が進んでおりま

す。 

 前々からこの議会でも答弁していますとお

り、太子町の場合の市街化区域の町全体の占

める割合、割とございます。そこがまだ市街

化全部埋まってない状態で他の地域のいわゆ

る市街化調整区域のところを市街化に編入す

るというのは非常に難しい状況でございまし

て、今回ＪＲ網干駅前の西南地区において竹

広南地区を含めまして約5.8ヘクタールでし

たか、また増加するような状況にもございま

す。 

 そういう状況の中で、市街化を他の校区で

増やすということが非常に厳しい状況でござ

いますので、これもこの前に申し上げました

が兵庫県の条例に基づきまして地縁者住宅と

いう制度ができておりますので、私もそうい

った司法書士さんとかいろんなとこで話聞い

てますと、今現在地縁者住宅が非常に増えて

きているというふうに聞いております。これ

が市街化調整区域の中で家を建てておられる

方が若干増えてきていると思いますので、そ

ういった制度を今利用してされている方が増

えてきているということで、ある程度はそう

いったことでカバーできるのではないかとい

いますか、今の状況ではカバーをせざるを得

ない状況であると認識いたしております。 

 森田議員がおっしゃるその社会増の中で、

太田校区の中で集中しているということ、こ

れは否定するものではございません。できる

だけそういった制度の中で、これはそれこそ

民間といいますか、個人の意思によって市街
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化区域で用地を見つけるより、その地縁者住

宅でより大きな土地を求めて家を建てたいと

いう方が増えていると私は今現在確認してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 非常にいろいろと複雑な問

題もこの解決には絡んでくるだろうとは思い

ますけれども、現状はそれぞれお互いにわか

ってることでございますので、今後も子供た

ちの教育に支障が出ないように、十分ソフト

面でカバーをしていただきまして努めていた

だきたいと思います。 

 次に……。 

○議長（佐野芳彦） 森田議員、２問目移り

ます。 

（森田眞一議員「ええ」の声あり） 

 ちょっと、じゃあ。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時56分） 

（再開 午後０時58分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 午前中に引き続き、森田眞一議員の一般質

問を続行します。 

 森田議員、よろしくお願いします。 

○森田眞一議員 それでは、２点目について

質問させていただきます。 

 まず、カラス対策についてでございます。 

 去年の秋ごろから国道の179号線沿い、太

田幼稚園の西あたりから東保の交差点あたり

に、国道の両サイドの電線にカラスの大群が

押し寄せまして、朝夕非常にやかましく鳴き

まして、鳴くだけだったらまだ済んどんです

けども、ふん害が非常に激しゅうございま

す。電線の下の歩道上に白いふんが非常にた

くさん落ちまして、沿線上あのあたりは飲食

店が非常に多うございまして、衛生上も非常

によくないような状況になっております。こ

れにつきまして何とかいい対策の方法はない

ものか、お尋ねしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 国道179号線

沿いの東南、中出、東出地域につきまして

は、先ほど申されたカラスの被害、集団によ

るふん害、鳴き声等の苦情がございまして、

何度か電線にとまらないカラス対策につい

て、関西電力に依頼をしてまいったところで

ございます。 

 とまり防止対策といたしまして、電線に直

接有刺鉄線を巻く、取りつける方法、そして

また電線の電柱のアングルに金色のテープタ

イプのものを設置して、カラスの視覚効果を

利用したカラスよけ装置を講じていただいて

いるところでございまして、一定の効果があ

らわれているというようには思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 それぞれ関電にもお願いし

ていただきまして、対策を講じていただいて

いるようでございます。今後とも状況を見守

っていただきまして、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（佐野芳彦） 答弁ありますか。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 現在は、今言

いました防止装置につきましては、先ほど申

されたちょうど太田のトヨタのところ、歩道

橋があるんですけれども、あれからずっと西

に向かってうどん屋さんのところまで措置が

できてます。その後東保の交差点までやると

いうようなことを聞いておりまして、丸山線

につきましては、交差点から彩々のあたりま

で、そして南はちょうど電気屋さんですか

ね、そのあたりまでをさらに施すというよう

な話を聞いております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ありがとうございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 終わります。 
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○議長（佐野芳彦） 以上で森田眞一議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 失礼いたします。公明党の

中島貞次でございます。 

 これから５点にわたって一般質問をさせて

いただきますので、よろしくご答弁のほどお

願い申し上げます。 

 まず第１点目ですが、自治体クラウドにつ

いてを質問いたします。 

 2011年３月11日に東日本大震災が発生し、

それによりまして情報システム、特に住民に

関する重要な情報が失われる結果となった自

治体が多くございました。その中でそういう

システムの安全性に対する考え方を再検討す

る必要性があり、災害対策としての自治体ク

ラウドを推し進めてはどうかと考えますが、

いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） クラウドコンピュ

ーティングの利点といたしまして、システム

の構築、運用等でコストを削減できるととも

に、災害による情報の喪失の防止の観点から

も注目をされております。住民基本台帳、税

等の法定業務はクラウドコンピューティング

で共同利用できるパッケージソフトでの運用

が可能であろうと考えられますが、町で独自

の制度を運用している福祉や医療の分野で

は、業務の標準化によるパッケージソフトの

利用が困難であることも予想され、コスト面

でのメリットが生かされない可能性もありま

す。 

 本町では、19年度に導入いたしました住民

情報系システムが平成24年度にリース満了を

迎えますが、高額な費用をかけ構築したシス

テムでございまして、できる限り長期にわた

り利用することを考えております。 

 そうはいいましても、機器の保守が終息す

る時期にはシステムの置きかえを実施しなけ

ればなりません。 

 置きかえの時期といたしましては、平成

26年度を予定いたしておりますが、そのとき

には自治体クラウドの運営形態を経費面、災

害対応面等多角的に調査研究いたしまして、

導入を検討する予定でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 先に、東日本大震災のような大きな地震が

過去にあったときに、引き続いて数十年のう

ちには南海・東南海のような東海とかの大き

な地震が起きているという過去のデータもあ

りますんで、昨年東日本大震災が起きたとい

うことは、数十年のうちにはこちらのほうに

も影響があると、そういう想定が今現在考え

られております。 

 その中におきまして、昨年10月３日から４

日にかけまして揖龍保健衛生施設事務組合と

いたしまして、石巻市を訪問、視察いたしま

した。その中におきまして、副管理者である

町長みずからサーバーの保守管理についてど

のような面が一体よいのかということを当局

についてお尋ねしておられました。その中に

おきまして、私も行きましたが、佐用町の台

風水害の実態を見られて、佐用町の場合、１

階がまるっきり泥で、水で、住民課のデータ

がまるきりだめになってしまったという光景

を私も目の当たりにしましたが、その結果を

踏まえて町長は聞かれまして、そのときにや

っぱりサーバーとしては高いところに設置す

るというふうな方向性がいいのではないかと

かと結論的なことがその当時わかりましたけ

ども、現在は、それも私自身大事なものかと

思いますが、自治体クラウドによるそういう

取り組みももっと大事かなと考えておりま

す。 

 クラウドというのは雲ということで、ハー

ド面での実際にハードディスク、あるいはパ

ソコンの内部ハードディスク、町によります

と、サーバー等に一度つくった、あるいはデ

ータを保存する必要はなく、いわゆる現在北

海道とか京都あるいは九州等で行われている

のはデータセンターというものがあって、そ

こへ例えば住民基本台帳とか戸籍とかそうい

う重要な住民に関する情報をそこへ入れて、
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万一の災害に対して備えるというシステムが

今ところどころで運用されているわけであり

ます。 

 そういう意味で、今後どのような災害が起

きるかわかりませんけれども、町民にとって

の大変な重要な情報データですから、それが

災害によって失われるということがないよう

な、そういう整備検討をぜひとも推し進めて

いただきたい、そういうふうに考えておりま

す。 

 もう一つ利点として共有化ができるという

面があるんですけれども、太子町単独だけが

そのデータを利用するということではなし

に、ある一定のパスワードというか、そうい

うものがあれば、例えば他市町から太子町の

住民のデータを取り寄せるというか閲覧する

というか、そういうことも可能かと聞いてお

りますので、今後いろんな災害に備えての自

治体クラウドについて研究をしていただき、

強力に推し進めていただきたいと、そういう

ふうに考えておりますのでよろしくお願いい

たします。 

 今、総務部長より答弁いただきましたん

で、それで十分かなと考えておりますので再

質問はありません。ありがとうございます。 

 じゃあ２点目に、１点目と少し関係がある

かもしれませんけれども、住基カードの利用

促進についてお伺いいたします。 

 先ごろオウム真理教元信者によります健康

保険証の不正利用により、偽名で就職し、身

分を隠していた事件がありました。その際の

身元確認の方法がずさんであったこと等が報

道されておりました。 

 今日、身分を証明する手段として、本人確

認には写真つきが一番望ましいと考えており

ます。そのために多く利用されるのが運転免

許証であります。ところが、運転免許証に

も、運転される方はいいんですけれどもされ

ていない方もおりますし、また高齢者になり

ますと運転できなくなって運転免許証が没収

されるということもあります。そのときに、

それ以外で公的に認証されるカードとしてこ

の住基カードがあるわけです。これは当然写

真つきであり、自治体が発行するカードであ

るゆえに信頼性も高いとそういうふうに考え

ております。さらに偽造できない、そういう

仕組みにもなっております。 

 今後、電子自治体やコンビニでの住民票の

受け取りなどの利便性を考えますと、普及促

進に、推進に努めるべきではないのかと、そ

の考え方をお尋ねします。また、町民の住基

カード所持数とか発行手数料無料化による国

の財政措置は現在とられているのかをお尋ね

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 住基カードの

普及促進についてでございますが、写真つき

の住基カードにつきましては、行政や金融機

関の窓口で本人確認書類として利用されてお

ります。運転免許証やパスポートを持ってい

らっしゃらない方にとりましては、身分証明

書にかわりとなる有効なカードとして町民課

窓口で来庁者に交付の申請を勧めておるとこ

ろでございます。 

 また、警察におきましても、運転免許証の

返納者に対しましては申請のご案内をいただ

いておるところでございます。 

 現在のところ、取得のメリットが本人確認

書類としての利用とｅ－Ｔａｘの電子申請と

しての利用のみに限られております。普及が

進んでいないところが、そのところにあるか

なというふうに考えております。 

 今後の普及に向けた取り組みについてでご

ざいますが、現在、国におきまして平成27年

１月施行を目標に社会保障・税番号制度の導

入が進められております。この制度が導入さ

れますと、交付される個人番号カードと住基

カードが一本化され、この制度が住基カード

への移行が予定されておりますので、その動

向を踏まえる必要があります。また、自動交

付機を利用して住民票の写しの交付にも住基

カードが利用できますので、先ほどのご質問

にもありましたように、現在庁舎建設におけ

る自動交付機の導入も検討しております。そ
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の他の多目的利用の検討も引き続き普及に努

めていきたいというふうに考えております。 

 現在の住基カード発行実績につきまして

は、１月末現在で交付累計枚数は1,246枚で

ございます。そのうち、顔写真つきカードが

856枚となっております。また、住基カード

発行の交付に対する財政措置でございますけ

れども、平成20年度から22年度の３年間に限

りましては、無料化する市区町村に対しまし

て１枚当たり1,500円の特別交付税措置がと

られております。平成23年度は１枚当たり

1,000円の特別交付税措置となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 住基カードの利便性につい

て今、生活福祉部長からいろいろお話があり

ました。当然、現在確定申告によりますｅ－

Ｔａｘとか身分証明、私も身分証明を使うと

きは運転免許証よりもむしろ住基カードを提

示したりというケースが多いわけでございま

す。 

 今後、新庁舎建設の基本計画の案の中にも

ありましたけれども、自動交付機を設置する

計画であるということから、当然住基カード

の利用ができるとして、これも一つの考え方

ですけど、コンビニでの住民票の受け取り、

これも住基カードがあればできるような方向

性で検討されるというか、そういうことが可

能であるというふうに思っております。 

 そういう意味で、例えば先ほど中薮議員か

らも話がありましたけども、休日や時間外で

の受け付け交付の拡大とか、そういうことも

可能になるわけでございます。そういうこと

で、住基カードの利便性をどんどんアピール

しながら行っていただきたいなと思います。 

 22年度までに国からの交付金が１枚につき

1,500円あったわけですが、23年度からは

1,000円ということですが、現在、住基カー

ド申請に対する住民の費用は幾らになってお

りますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 費用と申しま

すと、手数料ということでよろしいですか、

窓口での。無料となっております。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今、確認いたしましたの

は、無料ということをこれからどんどんアピ

ールをしていただきたいと思います。多少窓

口で10分、15分時間がかかる場合があります

けれども無料ですよと、そしてこんだけ利便

性がありますよということをやはり大いにア

ピールしていただきたいなと考えておりま

す。これからの電子自治体へ向かっての一つ

のカードかなと考えております。 

 しかし、実際に今まで発行された数が非常

に少ないということです。1,246枚発行で、

うち顔写真つき856枚。太子町の町民の人口

からしますと非常に、人口といいましても成

人以上になります、小さい子がそんなんとれ

るわけないんですけれども、これをある程度

の一つの目標ラインとして、これまでには持

っていきたいという目標はございますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） このカードで

すけども、今現在多目的利用が少のうござい

まして、非常に難しい面がございますので、

広報等に掲載しましてどんどん普及に努めて

いきたいというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今後住基カードをつくって

いただくようにということで、推進のほうよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして３点目ですが、障害者用の駐車

スペースの適正利用推進についてをお伺いい

たします。 

 兵庫県の福祉のまちづくり条例の取り組み

によりまして、障害者用の駐車スペースの整

備が進められており、現在も進んでおりま

す。 

 ところが、そのスペースに、大型商業店舗

等そのスペースには健常者が駐車しているケ

ースも結構見受けられます。障害者が乗って

いる、あるいは障害者が運転している車には
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ちゃんと障害者マークが、ステッカーが張っ

てあるんですけれども、それでない車が駐車

しているケースも多いわけです。 

 そういう点を解決しようということで、こ

のたびパーキングパーミット制度がスタート

するわけです。この制度を太子町におきまし

てどのように周知しながら、また対象施設や

申請の方法についてお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） このパーキン

グパーミット制度でございますが、本年４月

より兵庫県でゆずりあい駐車場制度というこ

とで開始されます。 

 今年１月に障害者福祉局長さんがお見えに

なられまして、太子町役場が駐車場を有する

事業所ということでご案内がございました。

利用書の交付と啓発にご協力を願いたいとい

うことで、本町でも本日発行されます３月の

「広報たいし」に、この兵庫ゆずりあい駐車

場制度について啓発させていただいておると

ころでございます。 

 それと、町内の公共施設につきましては、

車いす使用者用区画を指定したものが７区

画、公共施設で７区画、それからプラスワン

区画としまして、通常区画からの転用として

19区画を指定しております。 

 申請方法につきましては、県の受け付け方

法と同様としまして、利用者からの申請によ

る利用者証を即時交付いたします。受付窓口

は、役場本庁舎と保健福祉会館にて受け付け

できるように進めております。 

 開始時期につきましては、県では市町に先

行しまして３月15日より受け付けが開始され

ますが、今現在、町のほうの受け付けとしま

しては県との調整の段階でございます。町民

の利便性向上のためにも、できる限り早い段

階で開始したいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今のパーキングパーミット

制度ですけれども、最初の県の福祉のまちづ

くり条例では、対象者は高齢者並びに障害者

となっていたわけですが、最近改正された福

祉のまちづくり条例の中では、要は妊婦並び

に乳幼児、要は赤ちゃんをお持ちのお母さん

方も、条例の対象者としては高齢者、障害者

に妊婦、乳幼児を同伴する者等を追加しまし

たと。福祉のまちづくり条例の改正ではそう

なっておるわけです、兵庫県の。 

 ですから、どうしても駐車場のマークを見

ますと車いすマークがついとうわけですか

ら、当然障害者とか高齢者で車いす使用しか

使用できないものと、そういうふうに判断さ

れがちですが、県のこのたびの改正によりま

して、妊婦及び乳幼児を同伴する者も可能で

あるとなっているわけですが、その辺の、ま

だ広報見てないんで何とも言えませんが、そ

の辺の周知についてはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 兵庫ゆずりあ

い駐車場制度の県の要綱がここにございます

んですけども、利用者の交付対象者の範囲と

しまして、１、障害者、２、難病患者、高齢

者等、妊産婦、傷病人、歩行が困難であるた

めに特別な配慮が必要と見られる方、この

方々を対象に広報には掲載しております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 町民の方にとって、どうしても道路標示が

車いすの表示なんで勘違いされる方も多いか

なと思いますんで、その辺の周知をお願いし

たいということです。 

 それから、申請の窓口ですけども、本庁舎

並びに保健福祉会館ということでした。保健

福祉会館ということは、当然妊婦さんとか乳

幼児健診で来られる方等も対象とされるん

で、そういう意味でそういう対象者もおられ

るんかなというふうに思いましたけども、じ

ゃあ本庁舎におきましては窓口はどこになる

んでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 本庁舎では社
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会福祉課が担当します。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 それを聞いて安心しまし

た。実は、県のホームページによりますと、

総合窓口みたいなものが街づくり課になって

たんで、街づくり課はないだろうということ

です。 

 例えば、２階へ上がるのに、車いすや、足

の悪い方が申請するたびにわざわざ２階まで

というのはちょっとおかしいやろというふう

に考えていたんですけど、今の答弁によりま

して安心しました。ですから、社会福祉課あ

るいはもう一つ町民課等で、あるいはさわや

か健康課等での申請ということができるとい

うことで、納得いたしました。 

 そういう点で、今後いろんな面でまた一般

の健常者の方も知らない方が結構ありますん

で、その辺のアピールを、周知をどんどん積

極的にやっていただきたいなと、「広報たい

し」以外にもいろんな方法があると思います

んで、その辺の対策をお願いします。 

 これも答弁をよろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 今、先ほど議

員がおっしゃられました街づくり課というこ

との紹介があったんですけども、駐車場を有

する事業所の申請、届け出、この駐車場には

こういった区画を設けますっていうような申

請手続には街づくり課が受け付けいたしまし

て、利用証の届け出には社会福祉課で行って

おります。 

 また、啓発にはそれぞれ各教室等で普及啓

発させていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 このパーキングパーミット

制度ですか、兵庫県の取り組みとしては全国

的には早いほうなんですけども、これからど

んどん全国的にも展開される制度なんで、太

子町におきましてもいろんな広報手段を通じ

ながら住民の方に、町民の方にアピールして

いただきたいと考えておりますので、またよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして４点目ですけども、保育所、幼

稚園のアレルギー対策についてお尋ねいたし

ます。 

 子供たちが保育所や幼稚園で健やかで安全

にして安心した生活を送るために、アレルギ

ー疾患に対する緊急対応を万全にする必要が

あると考えます。特に、生命の危険性が伴う

アナフィラキシーショックに陥らないための

方策を考えて取り組みを行っています。その

現状と対策を尋ねます。 

 その対策の一つとして、エピペンによる取

り組みがありますが、保育所や幼稚園でエピ

ペンを所持し通っている子供たちの人数、万

一ショック状態になったときの手当ての方法

はどのように決められているのか、お尋ねい

たします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 保育所に係り

ますアレルギー対応につきまして、平成23年

３月に厚生労働省が保育所におけるアレルギ

ー対応ガイドラインが定められております。

年々増加傾向にあるアレルギー疾患を持った

子供に対しまして共通理解を含め、安全、適

切な対応ができるよう作成されております。 

 現在、町内４認可保育所におきましては、

食物アレルギーを持つ子供は数名おります

が、給食の食材にアレルギーを起こすものが

含まれている場合は、代用品を提供するなど

の工夫をして対応しております。 

 エピペンにつきましては、ショックが発現

した場合に自己注射することにより、補助的

に治療する薬剤でもございます。現在町内４

認可保育所におきましては、エピペンを使用

している子供はおりません。しかしながら、

エピペンの注射が必要な低年齢子供につきま

しては、保育士がかわって注射する可能性も

ありますので、エピペンに係る講習への参加

を検討しております。保育所職員に徹底に今

後も努めてまいりたいというふうに考えてお
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ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 幼稚園児童のアレ

ルギー対策についてお答えいたします。 

 町内の幼稚園において、エピペンを処方さ

れ通園している園児は１名おられます。太田

幼稚園の年長組です。 

 そして、ショック状態になったときの手当

ての方法につきましては、まず１番、状況を

把握した時点ですぐに救急車を要請する。２

番、救急車の要請と同時に保護者及びかかり

つけ医に連絡をする。３番、子供の状況をか

かりつけ医に伝えて医師の指示を仰ぐ。状況

によっては、医師の指示のもとエピペンを使

用する。そして４番目、救急車が到着次第、

医療機関に搬送する。これは、注射の有無に

かかわらず搬送する、それには養護教諭また

は担任が同乗すべきであると考えておりま

す。そういう手順及び役割分担を取り決めて

おります。 

 そしてなお、エピペンを処方されている児

童・生徒が在籍する学校園では、受け入れが

決定したその時点から、かかりつけ医や消防

署と綿密な打ち合わせを行い、非常時に備え

ております。また、学校園の教諭全員がそう

いった手順に対応できるよう、救急救命士や

医師による研修会を実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 まず、保育所のほうからちょっとお尋ねい

たします。 

 保育所に預ける子供の年齢ですけども、要

は産後早くて２カ月ぐらいからずっと預けて

いくわけです。小学校就学前までの幅広い児

童が認可保育所並びに無認可保育所等で預け

られているのが実情なわけです。 

 アレルギーの全体の人数の構成でいきます

と、生まれてから義務教育終了するまで考え

ますと、小さいときほどアレルギー、特に食

物アレルギーに対する反応は大きい、人数は

多いわけで、年齢が上がるにつれて少なくな

っていく、それが現状なわけです。というこ

とは、特に保育所等におきまして乳幼児の

方、特に生まれてすぐ預けられる赤ちゃん等

について、当初この子が食物アレルギーに対

してどうなのかというのが当然に判定しにく

いわけです。症状が起きて初めてちょっと危

ないんやなと、当然保護者もそこまでわかり

ませんから。そういう意味で、特に保育所に

おけます乳児に対する対応が今非常に大きな

ものと考えます。 

 そして、保育所は学校、幼稚園と違いまし

て、年間に通所するというか、通園する日数

が非常に多いわけです。夏休みとかそういう

長期休暇がありませんから。そして、保育所

の場合、保育所にもよりますけれども、普通

の昼食以外におやつの時間等があるわけで

す。ということは、一日における摂取の量そ

のものは多くないんですけども、回数が非常

に多いと。普通の小学校、幼稚園に比べます

と回数が多いわけです。そして、乳幼児にな

りますと自分で自己判定しにくいと。これを

食べたら危ないなとかというふうな状況があ

るわけで、その辺を考えますと、特に保育士

さんあるいは保育士の先生方の管理というの

が非常に大事になっていくんかなと考えてお

りますが、今後いろんな機会で当然研修され

ると思いますんで、その辺の徹底をよろしく

お願いしたいなと思います。 

 そして、現在エピペンの所持者がないとい

うことなんで、特にそういうアナフィラキシ

ーのショックの状態になるような子供さんは

いないというふうに判断しておりますので、

もし今後新しくゼロ歳児から入園されてこら

れるわけで、１歳から、２歳から入園、入所

される方もおられるわけですが、それに対し

ての指導というか、入所、入園に対するそう

いう通知といいますか、その辺はどう考えて

おられますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 保育所の乳幼

児ということで、先ほどのアレルギー指針に
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基づきましたら、アレルギー疾患を持つ子供

の把握でございますね、入園面接時にアレル

ギーについて保育所での配慮が必要である場

合は、そういったことを申し出てもらうとい

うことと、それから保護者へ生活管理指導表

の配布、また医師による生活管理指導表、保

護者との常に面談を行っていくというような

形の中で、保育所内職員におきましても、共

通理解、認識を常にしておくということで体

制を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今、生活福祉部長から答弁

いただきまして、生活管理指導表がちゃんと

あるということですね。ですから、それをち

ょっとお聞きしたかったというか、その答弁

が欲しかったんですけども、要は、生活管理

指導表というそういう表でもってアレルギー

のあるお子さんを中心にしてそのデータでも

って管理しておられると、各保育所というこ

とですね。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 生活管理指導

表に基づきまして、アレルギー疾患のお子様

に対応するということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 じゃあ次に、幼稚園のほう

をお聞きいたします。 

 小学生になりますと、万一アナフィラキシ

ーショックになった場合に自分の判断でエピ

ペン持っておられる方は太ももにすることが

できます。ところが、特に幼稚園を中心とし

た、幼稚園といいますと年長、年少組がある

わけですけども、小さいお子様になりますと

そこまでの判断能力がないというふうに考え

られます。 

 ですから当然、現在１名の方が所持してお

られるということなんで、その辺の、要は先

ほど保育所の生活福祉部長から答弁いただき

ましたが、生活管理指導表というのは学校側

できちっと作成しておられるのかどうかとい

うのをお聞きいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 申しわけないです

が、その指導表の有無につきましては、私は

詳しく承知しておりませんが、入園説明会、

それから入園申込書の中にアレルギー有無の

記載欄がございますので、その際に保護者か

ら詳しくアレルギーの有無、それから特に何

に対するアレルギーなのか、そういったもの

も聞き取り事項に入っておりますので、説明

会の段階でもうそういう状況はわかってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 学校側において適切な処置

をしていただいて、要は先ほども緊急の状態

になったときのいろんな手順を示していただ

きました。 

 その中でエピペンは特に管理が重要なわけ

で、高い気温のところ等々に余り、それから

日光にさらしてはいけないとかというふうな

ことで品質が変わったりするわけで、冷暗所

もしくは普通にポケットに入れておけば、そ

ないに温度が高くなるということはないわけ

ですから、そういう安全管理の面。 

 そして、アナフィラキシーショックに陥っ

たときにどうしても慌てふためくというか、

そういうことが現場では出てくるわけですけ

ども、アレルギーのマニュアルが多分あると

思うんですけども、当然、慌てなくても先ほ

どいろいろ119番救急車要請電話したり、医

師や保護者に電話をしたりということで、要

は30分以内にエピペンを注射することで回避

できるということを聞いておりますので、そ

の辺、万が一の不測の事態に陥ったときの担

任並びに学校側のそういう対応は大丈夫でし

ょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 手順をきちっと定

めて、それは常に担任教諭にきっちりと適切

に準備をさせておりますし、現実に幼稚園で

はないんですけど、先般龍田小のほうで実際
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にショックが発生しまして、その際には本当

に手順どおり、校長立ち会いのもと養護教諭

が注射をし、そして救急車で日赤病院のほう

へ搬送したわけですけれども、医師から適切

であったと、やっぱり注射してよかったと、

そういうお褒めの言葉もいただきましたの

で、そういった面は幼・小・中すべて確認事

項としてそういう手順を持っております。そ

して、龍田小のケースの場合はチアノーゼが

出ておりましたので、医師からも適切な判断

であったという言葉をいただいております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今実際エピペンの結果、効

能といいますか、そういう実証例を示してい

ただきました。アレルギー対策としてはまず

初めに、特にアナフィラキシーショックに陥

る危険性があるものに対しては食物アレルギ

ーがあるわけですけれども、それに対するま

ず、食べる前の一つの防御といいますか、当

然小学校、中学校におきまして弁当持参対策

をとっておられると思います。ところが、小

さくなるとそれが誤ってという可能性がある

わけです。誤飲、誤食、誤って食べたりで本

人がわからないうちにあの子が食べとうから

食べてみようと、つい食べてしまうという可

能性もなきにしもあらずなんで、今後保育所

並びに幼稚園等、特に小さいお子様を預かる

施設においては、食物アレルギーに対して敏

感にまた対処していただきたいと考えますの

で、また今後よろしくお願いいたします。 

 続きまして５点目は、放射線教育について

お伺いいたします。 

 昨年の３月11日東日本大震災の発生から福

島第一原子力発電所の放射能漏れの事故が起

き、今日もなお避難されている方がいっぱい

おられるわけで、いつになったら家に帰れる

のかという状況が続いているわけでありま

す。 

 今度の新学習指導要領によりまして、中学

校の理科一分野におきまして放射線教育が実

施されると聞いていますが、その必要性はど

のように考えているのか、学校での取り組み

をお尋ねいたします。 

 また、副読本がネット上でも閲覧できます

が、大変わかりやすく作成されていると思い

ますが、小学校用も作成されています。今後

小学校あるいは地域での放射線教育の取り組

みについてどのように考えているのか、お尋

ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。ご

指摘のとおり、平成24年度から完全実施され

る中学校新学習指導要領の理科第一分野に放

射線に関する内容が組み込まれました。 

 放射線は、原子力発電事故や兵器などと関

連づけて危険視される一つのキーワードとし

て注目されることが多く、原子力や放射線の

扱いには細心の注意を要する部分があると考

えます。一方、放射線は地球上の岩石、土壌

など自然界にごく普通に含まれている自然の

一部と言える部分もあります。理科教育にお

いて、物質やエネルギーに関する事柄を調べ

る活動を通して、科学技術の発展と人間生活

とのかかわり、自然環境の保全と科学技術の

利用のあり方などを考える態度を養うことを

目標としております。その必要性は、ますま

す高まっていると考えております。今年度に

おいても、新学習指導要領を前倒しし、中学

校３年生には補助教材を使用して放射線の性

質と利用についての授業を実施しておりま

す。 

 また、ご指摘のとおり、東京電力福島第一

原子力発電所での事故を受け、文部科学省で

は平成23年10月に小・中・高校生にそれぞれ

を対象に副読本を作成し、各学校に配布して

おります。副読本では、放射線の基礎知識か

ら放射線による人体への影響、目的に合わせ

た測定器の利用方法、事故が起きたときの心

構え、さらにはいろいろな分野で利用されて

いる放射線の一面などの解説、説明がされて

います。各学校においては、子供たちの放射

線への関心や、人体への影響などについての

不安などについて、副読本を活用し発達段階
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に応じた対応を行っていきたいと考えており

ます。 

 また、地域教育での放射線の取り組みにつ

いてですが、放射線は目に見えないため、漠

然と不安になったり体にどのような影響が出

るのか心配になります。先ほども申し上げま

したとおり、地球上には自然放射線があり、

我々は自然界にある放射線によって知らない

うちに被曝しています。また、放射線は医療

や技術の現場でも利用されており、飛行機に

乗った場合や、レントゲンなどにより受ける

場合もあります。地域住民が放射線というの

を正しく知って、生活への影響を冷静に判断

することができる正しい知識を持つための学

習は、大変重要であると思います。 

 さらに、食料品に含まれる放射性物質が話

題になるとき、放射線のことが正しく理解さ

れていないと風評被害が発生することになり

ます。 

 被災地から避難してきた人々が排除された

り、いじめに遭ったりすることは絶対にあっ

てはいけないことであります。社会教育分野

にあっては、公民館、文化会館等におきまし

て生涯学習を推進してますが、機会をとらえ

て学習の場がつくれればと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ご丁寧な説明ありがとうご

ざいました。 

 放射線は、先ほど教育長が言われました、

人間は生まれながらにして放射線の影響を受

けとうわけです。もっと言いますと、地球が

発生した時点から放射線は地球の中に、宇宙

からも来ますし、あるわけです。でまた、植

物からも放射線は出とうわけです。また、食

べる物の中にも放射線はあります。それが多

いか少ないか、その量が関係するわけで、多

過ぎますと当然影響を受けるわけです。 

 ですから、中学校では一応来年度からとい

うことですが、小学校においてこれはどのよ

うな教育をされるのかお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 機会をとらえながら

やりたいと思っておりますが、正しく知って

正しく恐れるというようなことが大事じゃな

かろうかと思います。もう少しすれば、食物

についての基準値、安定量というものが発表

されると思いますが、その機会を通して、放

射能を正しく知って正しく恐れるというよう

なことにつなげていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ネットからも中学生のため

の副読本とか、小学生のための副読本とかを

読みました。その中で放射線というものはこ

ういうもので、だれが発見してどういうもの

に含まれていて、人間は生まれながらにして

少なからず影響を受けていると、あるいはレ

ントゲンなんかでも放射線使われてますし、

がんとの関係性があるのかないのか等もこの

中で説明されております。放射線ががんの原

因やということは直接関係ないという旨のこ

とも記されております。そういう意味で、こ

れを正しく教育していただくことは非常に結

構なことかと思います。 

 その上でもう一つ、高校がこの放射線教育

するわけです。直接当町とは管轄が違うんで

すけども、高校のほうではもっと具体的に人

体への影響というのをもっと詳しく、副読本

はないんですけども、指導書等なんかではそ

ういう説明がされております。 

 この副読本の中では、特に例えば、この数

値の何マイクロシーベルトとか、ミリシーベ

ルトとか、シーベルトという単位が出てくる

んですけども、じゃあ、これどれぐらいの放

射線量を受けたときに人体に影響があるのか

とかという具体的な説明がここではないわけ

ですけども、実際に学校の現場で教える場合

に、例えば今テレビやニュースでいっぱいそ

ういう単位が出てくるわけです。あるいはベ

クレルという単位も出てくるわけですけれど

も、それに対するとらえ方といいますか、そ

れはどのように指導されるのかお尋ねいたし
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ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。今

も出てましたように、シーベルトというの

は、人体に受けた量の単位でございます。今

も議員がおっしゃられてましたように、一挙

に100ミリシーベルト以下でしたら、それほ

ど怖くないんですけども、人によって今判断

が違うということで、非常にこの関係者とい

うんですか、専門家はその基準を設けるのが

難しいというようなことでなかなか安定した

安全基準というものが出せないということを

聞いております。 

 一挙に100ミリシーベルトの量を浴びたら

1,000人に対する５人が発症するおそれがあ

るというふうに聞いております。５人発症す

る場合もあれば、１人もあれば６人もあると

いうようなことで、大体という数字がそうい

うふうになっております。100ミリシーベル

ト被曝したからといって、安全ともいえない

し、安全でないともいえないという、そうい

う段階でございますので、非常に基準が難し

いであります。 

 正しく知るということは、例えば1.5ボル

トの電池があって、今２ボルト流れたらすご

く当たったな、0.7ボルトやったら少しだっ

たなというふうに、最終的にはおのずからが

判断して自分の量を決められるというような

ところまでレベルを上げられたら、これが正

しく判断して、自分で判断してそれが自分で

行動できるというようなところまで進めるん

じゃなかろうかなと思うわけでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今人体に対する影響をいろ

いろお話しいただきました。これは、これか

ら国においていろんな研究機関等でいろいろ

研究されるわけで、基本的に100ミリシーベ

ルトというのが一つの基準にはなっておりま

す。 

 例えば、先日も公明党の県議団が宮城県へ

行きました。そこで瓦れきの処理、瓦れきの

廃棄物を県外へ持ち出すときに一つの基準と

して100ミリシーベルト以下ならという話が

出ました。ということは、当然100ミリシー

ベルト以下というのは安全性が高いのかなと

いうふうに判断しておりますので、そういう

点を不明確、もう一つ国として安全基準が出

てませんので、もう一つ不明確かなとは思い

ますが、その辺のいわばテレビ、ラジオ等で

いっぱい数字のデータが出てきますんで、そ

の辺を誤って、要は児童・生徒が受け取らな

いような、そういう教育のあり方というのを

考えていただきたいなと考えております。 

 そしてもう一つ、実際の教科の指導の中で

どのようなことを話されるか。理科ですので

科学的な物の見方、自然やそういう対する物

の見方等が中心になりますんで、社会とかそ

ういう、社会科系とはちょっとつながる部分

が余りないんですけれども、実際にはそうい

う原子力の平和利用といいますか、要は放射

線を使った平和利用、先ほどレントゲンが発

見したエックス線というのがありますけど

も、あれは意味不明、正体不明だからエック

スとつけたわけで、本来は放射線なわけです

けども、そういう意味で、いかに放射線を平

和的に利用することによって、多量に浴びる

ことは人体には有害ですけれども、効果、利

用促進できるということ。それから、今の多

分子供さんの中には、原子力発電の考え方と

いいますか、今社会でもいっぱい問題になっ

てます原子力発電、本当に存続すべきなの

か、あるいは廃止して全くそれにかわる新し

いエネルギーの考え方、風力、太陽光、地

熱、あるいは小水力発電とかというようない

っぱいいろんな考え方が出てきますが、そう

いう考え方もありますよということで、その

原子力発電に対する考え方をどのように教育

現場で教えようとされるのかということで

す。それについて。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。電

力については、国の指針等々もあります。原

子力で電力を供給するか、または他のエネル
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ギーで供給するか、それが出ると思いますの

で、その方向性を見きわめて学校の中で教え

ていくと思われます。 

 また、今も出てましたように医療現場、そ

して理科だけで扱うんじゃなくて、家庭科等

でも扱う、または土壌もあれば、それから総

合的な学習の時間でも扱うということは、ジ

ャガイモの発芽とか車のゴムに放射線を当て

ると強度につながると、いろんな産業分野で

も今使われてくる傾向がございます。ですか

ら、一概に危険性ばかりを教えるんじゃなく

て、放射線の安全利用という、また生活に、

産業に、また医療に利用されているという、

使い方を間違えなければ人間の生活に十分役

立つという、その両面から教えていかなけれ

ばいけない問題じゃなかろうかなと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 要は、放射線というのは、一番放射線とい

うんか原子力を使って恐ろしいものは原子爆

弾になってくるわけですけども、そこまでい

かなくても、実際人間の心のありようによっ

てこの放射線というのは危険にもなり得る

し、安全にも使えるしということで、理科教

育におきましては、安全に放射線を利用する

仕方といいますか、余りそればかり強調いた

しますと、中島は国の回し者かと言われたら

困りますんですけれども、放射線というのは

目に見えません、あるいは生まれたときから

影響を受けています。ですから、それに対す

る認識を子供たちあるいは保護者、あるいは

社会全般に徹底していただければなと考えて

いますので、今後いろんな機会を通じて社会

教育の場でも展開をお願いしたいと思いま

す。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ５番福井輝昭でございま

す。失礼いたします。 

 昨日夜ですが、テレビを見ておりまして、

東京マラソン。ごらんになられた方もおられ

ると思いますが、話題がありましたですね。

千葉県で理学療法士をされている若い男性の

方でしたですけど、親御さん、また弟さん、

それからおじいちゃん、東日本大震災で亡く

なられた、そういうふうな思いを引きずって

東京マラソンに参加された。おばあちゃんが

おられまして、前向きに考えていけというふ

うなことで東京マラソンに出場されたと。そ

れはまだ話題が引き続いて、フィアンセ、婚

約者がゴールで待っておったと、そこへ結婚

指輪を無事完走して届けたという、明るいと

いうよりも震災に遭われた方々、その完走し

た方々の影響を受けて本当に勇気づけられた

んではないかなと思います。本当に明るい話

題ではなかったかなと思います。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさ

せていただきます。 

 新しい子育て支援制度、子ども・子育て新

システム。政府は、保育所と幼稚園の機能を

あわせ持つ新システムとして、総合こども園

の2015年導入実施に向けて、今国会での法案

成立を目指している。この総合こども園につ

いては、読売新聞が３回にわたって特集して

おり、また同別紙面でこのシステム導入につ

いて、幼児教育の面から論説調の記事を掲載

している。改めてこの新システムへの関心の

高さをうかがわせる。 

 さて、待機児童の解消と幼児教育を担った

幼保一体化の新システム、導入実施を３年後

に控え、太子町はどう取り組んでいくのか伺

う。以下に七つございますので、お願いいた

します。 

 (1)として、現在太子町にある幼稚園、保

育所はそれぞれどのような形態に移行してい

くのか、また企業の参入もあり得るのか。 

 (2)幼保一体化に伴い、幼稚園教諭の免許

と保育士資格の両方必要となるが、これにつ

いてはどうか。また、総合こども園の所管は
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どこになるのか。 

 (3)こども園の利用者は直接施設と利用契

約を結び、所得や利用時間によって負担額を

納めるようだが、月額大体どのぐらいの負担

額になるのか。また、利用契約に当たって

は、自治体の保育の必要性の認定が要件とさ

れるが、認定基準については明確なガイドラ

インが示されているのか。 

 (4)幼保一体化は幼児教育の質向上も求め

られている。どのような施策をお考えか。 

 (5)待機児童の解消についてはどうか。 

 (6)この新システムに対する事業計画の策

定はいつごろまでにされるのか。 

 (7)このシステムについて町民への周知は

されているのか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 子ども・子育

て新システムに関してでございます。 

 先日２月13日でございますが、基本制度の

取りまとめが示されたところでございます。

基本制度では、幼保一体化した総合こども園

を創設することとしており、本町におきまし

ても今後検討、研究していきたいと考えてお

ります。また、基本制度では多様な保育の量

的拡大を目指した指定制度により、企業やＮ

ＰＯ等の参入を認めることとなっておりま

す。本町におきましても、今後事業計画策定

に係るニーズ調査などを通して検討していく

必要があると考えております。 

 資格の問題でございますが、質の高い学校

教育と保育の一体的提供並びに保育の量的拡

大、家庭における養育支援の充実を目的とし

ております。総合こども園においては、原則

幼稚園教諭の免許と保育士資格を併有する保

育教諭を配置することとされているため、一

方の資格しか持たない場合は、一方の資格の

取得を促す必要がございます。 

 また、総合こども園の所管につきまして

は、現在は教育委員会管理課と社会福祉課の

業務にまたがっておりますので、今後庁内に

おいて調整していく必要があると考えており

ます。 

 負担についてでございますが、基本制度の

中で利用者の負担につきましては現行保育制

度の利用者負担を基本とすることとなってお

りますが、保育の必要性の認定基準につきま

しては国が定めることとなっております。具

体的な基準等につきましては、まだ示されて

おりません。 

 幼保一体化によりまして、幼稚園で行われ

ております学校教育法に位置づけられた教育

と、保育所で行われております児童福祉法に

位置づけられた保育が一体的に提供されるこ

とにより、さらに良質な生育環境が保障され

ていくものと考えております。職員の研修や

環境整備などを通して幼児教育の質の向上に

取り組んでいきたいと考えてます。 

 待機児童の解消でございますが、本町にお

けます保育所入所申込数は年々増加にござい

ます。幼保一体化の目的の一つとしまして、

保育の量的拡大が上げられております。保育

の需要に適切に対応していけるように努めて

いきたいと考えております。 

 また、事業計画の策定でございます。基本

制度そのものがこの間２月13日に取りまとめ

られておりますので、今現在、国、県等の説

明会はまだまだございません。子ども・子育

て新システムの基本制度の取りまとめにおき

ましては、各市町村において新市町新システ

ム事業計画を策定することとなっておりま

す。それをもとに給付事業を実施していくこ

ととされております。計画の策定に当たりま

しては、子育てに係るニーズを調査、把握す

ることが必要でございます。計画の策定や記

載事項が法定された後、進めていきたいと考

えております。 

 現在のところ、基本制度の取りまとめが示

されておりませんので、今後町において具体

的な内容を検討していくこととなりますの

で、具体案が固まり次第、町民の皆様には周

知していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 
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○教育次長（神南隆司） おおむね生活福祉

部長より答弁がございました。私のほうか

ら、教育委員会と幼稚園にかかわる部分につ

いて答弁させていただきます。 

 まず１点目、基本制度の取りまとめが先般

まとめられ、内閣府のホームページに公表さ

れているということは承知しておりますけれ

ども、町の教育委員会事務局に内閣府や文科

省、県教委などから制度についての情報は現

時点でいただいておりません。したがって、

今後策定される国の基本指針や県の支援計画

を踏まえた町の新システム事業計画により、

移行の形態を決定していくことになると考え

ております。 

 ２番目の免許の関係でございます。（仮

称）保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育

士資格を併有することを原則とする、いずれ

かしか有していない者については特例措置を

講じるとなってございますので、今後国より

特例措置の詳細が示されるものと考えており

ます。 

 所管については今現在未定でございます。 

 月額どれぐらいの負担という点でございま

すけれども、基本制度ワーキングチームの取

りまとめによると、利用者負担の設定につい

ては、国が定める全国基準額を踏まえて市町

村が費用徴収基準額を定めることとする、利

用者負担の水準については財源のあり方とあ

わせて検討するとなってございますので、具

体的な負担額については、今後国の基準が示

されてから町としての基準額を検討すること

になるのではないかと考えております。 

 幼保一体化では、幼児教育の質的向上とい

う点でございますが、幼稚園で対応する総合

こども園というのは、満３歳以上の児童の受

け入れを義務づけ、標準的な教育時間の学校

教育をすべての子供に保障すると位置づけら

れております。幼稚園が総合こども園に移行

するとしたならば、３歳児の受け入れについ

て検討していく必要があると考えておりま

す。 

 ５番を飛ばしまして次６番、事業計画の策

定でございますが、現時点では国や県から新

システムに対する具体的な内容等が示されて

おりませんので、時期については未定でござ

います。 

 町民への周知でございますが、教育委員会

事務局としては、内閣府のホームページに記

載されている子ども・子育て新システムに関

する基本制度取りまとめや新聞報道以外に情

報を持ってございませんので、特に町民の皆

様への周知していくということはございませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 法案もまだ成立してないと

いうことで、私も先ほど申しましたように、

本当にこういうふうな切り抜き、これ読売新

聞、３回にわたってのものなんですけども、

こういうふうなことが大方の情報です。がし

かし、以前より議会におきましても新システ

ムについてはそのような陳情などもございま

した。そのこともありまして、関心もござい

まして、このたび質問ということになったわ

けでございますが、１番目ですけども、どの

ような形態に移行するというのか、これもま

だまだ今の教育次長の話では情報も入ってこ

ないということで、要を得ないようなご説明

ではございました。この私の手持ちにある分

に関しましては、読売新聞にシステムの内容

というのは割と詳しく載っておるわけでござ

います。 

 でも、現在の太子町の例えば保育所ですけ

ども、認可保育所と認可外保育所、これは数

としては幾ら、区分けして教えていただきま

したらいいと思いますが、認可保育所と認可

外保育所、太子町にある保育所ですけど。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 太子町では４

認可保育所でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございます。 

 そうしたら、この読売新聞では認可保育所

の大方が総合こども園に移行するよという、
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そういうふうに書かれておるわけです。とい

うことになれば、また認可保育所におきまし

ては当然保育とこれから就学前の幼児も預か

ってやっていくということになるわけでござ

います。 

 教育次長が言われました幼稚園でございま

すが、総合こども園ということで、幼稚園に

おきましてもゼロ歳児から当然預かっていく

ことができますが、この記事によりますとゼ

ロ歳児から２歳児までの保育については義務

づけがないという、そういうふうな表現がさ

れておりまして、今おっしゃられた３歳から

５歳児、そういうふうな幼児教育ということ

に太子町としてはなるんでしょうか。教育次

長お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 先ほども申しまし

たように、基本的な情報がないという状況の

中で本当にどうするんだとお聞きになられて

も、こうするんだとお答えするものがないん

ですけれども、現時点では私学助成を受けて

いる私立の幼稚園については、この制度外で

また残っていくことも国は容認してるわけで

ございますので、要は総合こども園と幼稚園

とゼロ歳から２歳までの乳児系の年齢の低い

保育所と、それから私立の幼稚園と、結果一

体化しようと思ったけども４つに分かれてし

まったという、そういうことなわけでござい

まして、公立の幼稚園の役割はやはり軽々に

は申し上げられませんけども、３歳以上が守

備範囲かなと思います。やっぱり現在この総

合こども園のほうで前面に出てくるのは、保

育所がウイングを広げていくということを国

においても想定されておると思いますので、

現時点ではその程度のことしか答弁しかねま

す。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございます。 

 結局これ待機児童の問題にもかかわってき

まして、都市部におきましては非常に待機児

童の問題、これは非常に表面化しておりま

す。総合こども園に幼稚園が移行してゼロ歳

児から預かってくれるようになれば、本当に

保育量の拡大も図れ、そして待機児童の解消

に十分つながっていくんだけども、なかなか

コストがかかるという。ゼロ歳児から預かっ

ていく保育は非常に人件費とコストもかかる

ということで、まだ都市部におきましては幼

稚園の充足率が非常に高いので、そういうふ

うなゼロ歳児から２歳児への保育というのは

考えにくいというようなことがここには書い

てある。それが実情なのかもわかりません

が、今後太子町においてはそれはどうなって

いくかということでございます。 

 それから、企業の参入についてでございま

すが、当然待機児童の解消を主な形として企

業参入ということで。これは2000年度より、

保育所、認可保育所など企業が参入しており

ます。また、ここへきて企業の参入というこ

とを太子町が企業としての、企業というのは

ある意味利潤を追求するという仕組みを持っ

ております。株式会社がそういうふうな総合

こども園を運営していくという、非常に特殊

な分に入るのかもわかりませんが、この企業

参入について太子町としてはどのような考え

方を今お持ちなのかというよりも、企業参入

については積極的なのかどうか、その辺のと

ころをお伺いできたらなと思います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） この基本制度

は２月13日に発表されまして、私どもその辺

の詳しく制度の説明がございません。福井議

員と同じようにメディアでの紹介資料を見さ

せていただいているような状況でございま

す。 

 一つ上げましたら、社会保障・税一体改革

案の中で、子供子育て分野については追加所

要額としまして2015年度以降、平成27年度以

降ですね、国全体で１兆円を超える見込みと

されているということで、財源の裏づけをも

とにした法制度の確立につきましては、平成

27年度以降にこういった制度化になるという

ふうなことだけしか今現在情報がございませ

んので、よろしくお願いします。 
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 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 本当にやむを得ん事情で

す、確かに。私も別に、できたものを手元に

あっていよいよこれが導入実施についての指

針ですよなんてものはないんですよ。今、先

ほど申しましたこういったものだけでの情報

と以前からの保育行政というんですかね、指

針、そういったものを拾い上げながら今質問

させていただいているという。でも、しかし

これは非常に大切なことで、法案成立を後、

2013年施行、2015年導入実施と、そういう道

筋が描かれている以上、これは取り組んでい

かなきゃならんという、これはもう行政にし

たって当然の話なので、よろしくまたお願い

したいと思います。 

 ただ、今の企業参入についてはいろんな問

題もあるようです。結局企業なので、例えば

運営母体の経営状態が思わしくないから撤退

するわとか、これはできます。これは勝手に

できることなんですね。通常の企業の感覚か

らすればできます。それとか、運営内容にお

きましては、保育とか教育の質等も問題があ

るかもわかりませんね。そういう専門的なこ

とでずっと従来ノウハウっていうのはないか

もわかりませんので、いろいろその辺のとこ

ろは難しいかもわかりません。いずれにして

も流れとしては、企業参入というのはこれか

らあり得るのではないかという印象は持って

おります。 

 次ですが、職員資格の問題ですが、今いた

だきまして保育教諭という、これ一応（仮

称）でよろしいですね、（仮称）ということ

で。いずれか幼稚園教諭の免許あるいは保育

士資格ということで、それぞれお持ちなんで

すけども、移行期間の間においてそういうふ

うにいずれかにまとまるということで理解さ

せていただいてよろしいですか。ちょっとお

聞きします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 特例措置の期間が

ございますので、その詳細が示されればどう

いうふうにするのかなということになると思

いますが、現時点の制度でもそれぞれが双方

違う分野の資格を取得するための、以前保育

所なんかでは幼稚園の資格を取るための補助

制度みたいなものもあった時期がございます

ので、やはりそれぞれが共有するのが望まし

いわけでございます。そして、20年６月、ち

ょっと古い資料になるんですけども、公立幼

稚園当時22名先生がおられて、養護が２名お

られましたから、実際保育にかかられる方は

園長含めて20人。そのうち15人は両方とも持

っている。それから、幼稚園のみの方が５

人、この方は小学校なども持っておられる方

ですけども、含めて５人。当時保育所10人正

規の先生がおられまして、保育所のみが３

人、両方とも持っておられる方が７人という

そういう形で、大筋７割から８割は両方持っ

ておられるという現状が20年当時ございまし

たので、現在も変わってないんじゃないかな

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 この保育所、とにかく幼保

一体ということで非常にこれからさまざま

な、導入実施に向けてはいろんなことがあり

得ることは本当に容易に想像できるわけでご

ざいますが、しかしその一点一点はクリアし

ていかなければならないというのは当然のこ

とだろうと思います。 

 次に、保育の保育料とかいろんなことでお

尋ねするわけでございますが、現在の保育制

度におきましては応能負担方式でよろしいと

思いますが、とにかく前年度の所得に基づい

て利用者のほうで保育料のご負担をいただく

ということ、これが総合こども園というよう

な新システムに移行した場合に、市町村にお

いては認定の仕方が、現行の保育制度におき

ましては市町村が入所者の決定をするわけで

ございますが、新システムにおきましては利

用者が、一応市町村におきましても保育の必

要量の認定はするとされておりますが、保護

者が直接その利用する施設と契約するとい
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う、そういうふうなことになるわけですが、

とにかく現行保育制度にあれば、児童福祉法

に基づく制度でございますので、とにかく保

育所に入所すれば児童福祉法に照らして保育

されるということ。 

 ただ、新しいこのシステムにおきまして

は、利用者が直接その施設と契約し、そして

保育料を払うという、そういうふうなことに

なって契約関係がちょっと違ってまいりま

す。例えばその時点になって保育料が払えな

いからどうするんだという、そういう問題も

出る可能性もありますし、また現在の保育所

制度の中で例えば滞納されている状況なの

は、私ちょっとそれは詳細はわかりませんが

あるということになれば、今後新システムに

おいてもそういう状況もあり得るのかなとい

うふうに考えるわけでございますが、この辺

のことについてはそれはどうお考えになられ

ますか。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時26分） 

（再開 午後２時27分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 今、福井議員さんのほ

うからいろいろとご質問をちょうだいいたし

ておるところでございますが、我々もこの本

会議一般質問の中で想定的な答弁は、これは

できるわけでもございません。料金形態の問

題、また運営方針、いろいろと申されてはお

りますが、私自身もまだ何も決裁も上がって

きてない状態、ましてこの問題は以前から言

われておりますように、教育分野と保育分野

の合体と一元化というようなことでございま

すので慎重に進めなければいけないと、この

ように考えておりますので、そうしたものが

国または県なりからこちらのほうに届き次

第、また説明会も恐らくやこれは県のほうで

あろうと思います。 

 そうした中で取り組みを、またしっかり取

り組み方針を決定していき、国の分野、県の

分野、町の分野、そうした持ち分が明確にな

り次第、また報告をさせていただきたいと、

このように思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 今のご説明でよくわかりま

した。お答えいただけそうなことでまたご質

問させていただきたいと思いますが、現在太

子町においては待機児童といわれる子供さ

ん、これは状況は把握されておられると思い

ますがどうでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 国の指針に基

づきます待機児童につきましては、100％充

足されているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ということは、待機児童は

ないと、現在のところは。それは何より。本

当に保育行政は確かな行政をされていると、

そういうふうに感じ取りました。 

 とにかくこの新システムがまず待機児童の

解消に当たってのためのものが第一義である

という、そういうようなことでされておりま

すが、非常に私も待機児童については関心を

持っております。 

 それから、教育に関する部分で、先ほども

教育次長からお話がありました。結局幼保一

体化ということで、これは幼稚園は当然就学

前の教育ということで３歳児以上を現在扱っ

てやっておられる。保育所におきましても今

度総合こども園に移行した折においては就学

前の教育も当然なされていくし、現今、保護

者においても就学前の教育をやってほしいと

いう、そういうような状況も非常にありま

す。 

 それとまた、これも私も新聞の受け売りな

んですけども読売新聞に、今度の幼保一体化

につきましては待機児童の解消だけではあり

ません、とにかく幼児教育の底上げも必要で

はないかという、そういうふうなことも論説

調の記事として寄せております。私もこれを
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読ませていただいて、現在の幼児教育という

のはそうなのかなという部分があります。 

 例えば、ここにもあるんですが、結局幼児

教育、日本の勤労世帯の平均所得の6.8％ぐ

らいが保育教育の公的指数なんだというこ

と。ところが、30％以上のところもあるんで

すね、世界では。ということで非常に遅れて

いるのではないかという、そういうふうなこ

とも。というのは、世界的にやはり幼児教育

への投資効果の高さというのがこれはもう世

界的にも認識されておるようなんですね。そ

の辺のところを太子町としても踏まえていた

だければなと、そういうふうに思っておりま

す。 

 いずれにしたって新システムになればいろ

んな教育、保育、そういったあり方が見えて

くると思いますけども、今も言われたように

まだまだ実際のどんなものか手元にないとい

うことで、具体的なものは見えてこないと思

いますが、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 事業計画の策定ということでお話もいただ

きました。これもとにかくまだ少し時期尚早

かなと思いますが、移行については１兆円規

模の政府としては財源を用意しなければなら

ないということであります。ということで、

各自治体におきましても保育需要がどのくら

いであるかという、そういうような見通しも

立ててくれというようなこともここには掲載

してありますので、よろしくまたお願いいた

します。 

 このシステムというのは今も本当に、私も

質問するほうもお答えいただくほうもとにか

くはっきりしたものがない中でのやりとり

で、本当に町民への周知も何もないかもわか

りませんが、こういう質問があったというこ

とで、ひとつ今後腰を入れて、力を入れて情

報収集に努めていただき、今後の行政に生か

していただきたいなと思っております。 

 これ以上お尋ねすることもなかなか厳しい

ようなので、私のほうはこれぐらいなのかな

と思いますけど、まだまだ聞きたい部分は山

ほどあるんですけど、それは想定の問答では

申しわけないので申し上げれませんが、ただ

私もこの質問に当たりましては、本当に改め

てこんな頭になって、孫を保育所に入れるよ

うな年になって初めて、自分の子供のときに

はそういう保育の質とかにはとんと縁がなか

ったんですけども、改めてこの質問をさせて

いただくときに保育の制度の流れからいろい

ろ質の問題とかいろんなことを勉強させてい

ただきました。その中で、保育というのは子

供もはぐくむ、またその中で親も保護者もは

ぐくまれるという、これは言い得て妙だなと

改めて思ったわけでございます。 

 長々と申しわけない質問が多かったと思い

ますが、私の質問は以上、これで終わらせて

いただきます。ありがとうございました。お

世話になりました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で福井輝昭議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 午後２時50分に再開します。 

（休憩 午後２時35分） 

（再開 午後２時49分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 次、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 こんにちは。７番日本共産

党の平田です。通告に従いまして質問させて

いただきます。 

 まず最初に、若い人たちの移住とそれに伴

う定住促進について、どのような対策を推進

していくのかについてお答えをいただきたい

と思います。 

 お隣の相生市では、昨年日本一を目指す子

育て支援都市宣言を発表して、それに基づき

大々的に思い切った11施策の中で、若い世代

の移住及び定住の促進に強い意志を持って動

き始めております。 

 相生市は、かつて石川島播磨重工業、現Ｉ

ＨＩの典型的な重厚長大な造船業の企業城下

町として発展してまいりました。しかし、日
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本経済の慢性的な構造不況のもと、不況の波

をもろに受け、企業の衰退とともに町も衰退

し、人口減少が続きました。そこで、相生市

は人口の減少と少子・高齢化に対し、思い切

った政策を選択し、将来に向けて若い人たち

の資源の確保とそれに対する目的で子育て支

援施策また定住促進事業などを推進しており

ます。 

 私たちの太子町の人口増は、具体的施策を

行うこともないまま増大しており、喜ばしい

ことでございます。現在３万3,000人余りの

人口になり、年少人口率も1.7％強、出生率

1.8人と県内ではずば抜けて若い町でありま

す。しかし、これから歳を重ねるにつれて、

全国的な人口減の中、そういったときを迎え

ることが考えられます。 

 今の太子町の現実を見ると、かつて東芝が

元気であったいい時代とは異なり、長期的な

経済不況と社会の閉塞感の中で、じわじわと

高齢化が進行する中で、展望性と若さを失い

つつあります。若い人たちが太子町に移住

し、定住して生き生きと生活を送るために

は、インフラの整備を初め、またそれに伴う

仕事、雇用の安定、医療、教育、子育て環境

の充実また文化、スポーツと娯楽施設の整備

など、魅力あるまちづくりが重要かと思いま

す。新庁舎建設に力を入れることばかりにと

らわれず、若い人たちが住んでみたい、また

住みたいと思うような若い力がこれから十分

に発揮できるような５年、10年先を展望した

具体的な施策が必要かと考えられます。 

 先ほど私が申しましたこと、５年、10年先

の町としてどういう施策があるか、これに対

し重点的に当局より考えを示していただきた

い、そのように思います。お願いいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 全国的に人口減

少、少子・高齢化が課題となっております

が、本町の平成22年国勢調査人口は３万

3,438人と県下12町で最も多く、また年少人

口割合が県下第１位、出生率も県下第３位で

あることから、他市町とは傾向が少し異なっ

ております。年少人口、総人口とも微増をい

たしております。 

 本町が持っている利便性や住みやすさを生

かしつつ若年層のさらなる流入を図るために

は、子育て支援の一層の充実を図ることが大

切と考えております。平成24年度におきまし

ても、今般お示ししております一般会計予算

の中に児童福祉費、保育所費、各種健診費

用、幼・小・中学校費、また福祉医療などの

施策を網羅しております。実施可能な範囲に

おいての諸施策の推進によりまして、子育て

しやすいまちづくりを進め、長期的な若い世

代の定住促進策につながっていけばいいかな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ありがとうございます。 

 太子町は22平方キロメートルの中に、南に

は網干駅がございます。また、北のほうには

姫新線太市駅、また太子町の北側中心を走っ

ておりますバイパス、本当にそういった中に

乗り入れの場所が５カ所あるというところ

は、多分全国には数少ないはずだと思いま

す。そういった利便性の中でこの太子町は人

口も増加したのではないかと、私は考えてお

ります。そういった中でこれからこのような

利便性を生かす、それに甘んじることなくこ

の交通利便性を活用して、行政また町民また

我々議会が一体となった改革に挑み、許す限

りルールにのっとった施策を実現していただ

きたい。 

 それに対し私がいつも思っておることは、

必ずいいことがあった後は悪いことがある。

これは長い人生の中であることであります。

そういったことから町の行政の行き方も、こ

ういうことを考えていかなくては将来が危う

い、そう思うわけでございます。そういった

とこで、10年後人口の見込み率は減少かまた

増ですか。たしか当局のデータを見ますと、

減少になっております。そういった中、今回

大きな問題である、問題というか、大きなお
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金を使う庁舎も建設されます。そういった中

でこの太子町の重点課題として考えていただ

きたいのは、太子町では大きな買い物をする

庁舎、それに際する先駆け、そういった20年

間先ほどお話がありましたように払い込んで

いく、そういうことも施策として考えながら

やっていただきたい。 

 そういうことで、今後単純で申しますと、

税収も10年、20年後には多分減るのではない

かと考えております。そういった中で、当局

としてどのように考えておりますか。お願い

します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私ども常々申し上

げておりますのは、持続可能な安定した行政

運営でございます。その中には教育もあれば

福祉もある、道路もある、いろんな事業があ

るわけですから。そういったとこは私どもの

今現在の施策は、打ち上げ花火的な派手な事

業はやっておりませんが、地味かもしれませ

んけれども、持続可能な行政運営を目指して

おります。ですから、本当に今、議員ご指摘

のとおり利便性のいいところですから、そう

いった方がどんどん入ってこられるのは本当

にありがたいことで、今の時期だけかもしれ

ませんけども、やがて20年後、30年後、それ

は統計的に見れば、本町だけでなく日本全体

の人口が減っていくわけですから、それはも

う私どもどうにもできないことであります

が、そういった中で、今お若い方が利便性を

求めて入ってこられるんならそれに対応した

ような施策、そういうものもいろいろ今後展

開していくべきだろうとは思いますが、しか

し地味ではありますけども、堅実な運営をや

っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今、総務部長のほうから回

答をいただきました。本当に今後そういった

若い人たちの活用と、また今言った教育、そ

ういうような環境づくり、そういったことを

想定しながらこれからのことを考えていただ

きたい。そう思うわけでございます。 

 また、これに関連して、２番目の子ども支

援策について申します。 

 子育て支援策は、地域が元気になり新たな

産業を興す呼び水となります。このような観

点から見て、将来的に明確な施策を進めるこ

とが大切です。今、全国的にどこの町でも少

子化が進んでおりますが、子供を安心して育

てられる施設が備わった町は必ず少子化問題

の危機を打開することが可能であると私は思

います。 

 子供を何人つくるかは、それぞれの夫婦、

また個人としての女性の権利であります。個

人の権利を尊重することは当然ですが、同時

に大きな社会問題である、若い人たちが安心

して子育てができる町の施策については、

12月の定例会議においても私は質問しており

ます。 

 子ども医療費の完全無料化などに、医療費

負担の低減、また政府が進める、先ほど私の

前の議員が言っておられました子育て新シス

テム導入が自治体の公的保育責任のそういっ

た放棄、また保育料が利用時間により増大す

る、保育差別のおそれ、また待機児童をゼロ

にできるかという、そういったことが不安で

あります。保護者から深刻なそういった問題

も指摘されております。 

 長引く経済不況、不安定雇用、また貧困化

のもとでお父さんお母さんが人間らしく働く

ことができ、仕事と子育てが両立できる施設

や経済的負担を軽減する施設を推進すること

が要望されております。 

 太子町内においては、若い人たちが安心し

て住み続け生活を営むためには、まず地場産

業、企業の育成など、それに伴う介入をし、

発展を積極的に進めることが当然行政の重要

な役割と考えます。その点、当局としてどの

ような対策をされますか。それにまた、対策

をどのように示されるか、またどのように考

えておられますか、お答えをいただきます。

お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（山本修三） 子育て支援策

についてでございます。 

 行政、企業、地域が一体となりまして、そ

れぞれの立場で今の課題に真摯に取り組み、

将来目標を掲げ、計画的に持続のある政策を

遂行することが重要であると考えておりま

す。将来を担う子供たちが健やかに成長する

ためにも、子育て支援は重要な課題でござい

ます。町におきましても、今後取り組むべき

子育て支援策が地域の雇用を生み、町が活気

づき、そこで暮らす地域の方々が自分の経験

を何らかの形で子育てに貢献できる施策が大

切であると考えております。 

 本町におきましても、第５次総合計画で子

育てしやすいまちづくりを進めるに当たりま

して、核家族の進行や地域の連帯感の希薄化

により子育てに不安を感じる親が増加してい

ることから、子育てしやすい環境を整備しま

して、親の悩みや不安を解消する施策が大切

であり、子育ての悩みや不安を解消する相談

体制や交流の場の確保に取り組んでいきたい

と考えております。 

 その施策の一環としまして、児童館や子育

て学習センターなどを利用いただき、子供た

ちに遊び、学びの場を提供し、親の交流を図

りながら、子供たちが伸び伸びと育つ環境づ

くりに取り組んでいきたいと考えておりま

す。家庭での子育て支援、保育サービスの充

実、遊び、学びの場の場づくりを基本計画と

しまして、子育て学習センターや子育て相談

の充実、ひとり親家庭への支援、保育機能の

充実、子育て家庭の交流の場づくりを施策と

して進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 部長が言われた、それに対

する平成24年度以降の子どものための手当等

の取り扱いについていろいろある中で、地方

の自由度の拡大に合わせ、以下の国庫補助負

担金の一般財源化等に対する実施の中で

1,841億円。それと、子育て支援交付金の中

で次世代育成支援対策推進事業の一部、地方

独自の子育て支援促進事業及び子育て支援環

境整備事業に限る、これが93億円。地域子育

ての育成事業、地方独自の事業補助、平成

24年度から地方財政の増収分で対応する

124億円。子ども手当事務取扱交付金98億

円、国民健康保険都道府県調整交付金

1,526億円。これらの措置による地方の事業

の内容については、地方の裁量を尊重するた

め、国は法令上、基準を新たに掲げないこと

とするなど、取り扱いなどについて国は定め

ておりますが、子育て支援策などに補助、支

援などを当局としては受けられるのか、お聞

きしたいんです。お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 今回23年度の

補正でもございます子育て支援交付金、現在

国の制度の中で子育て支援交付金制度と、ま

た安心こども基金等の制度が財源振り替えに

よりまして乳幼児等の医療費に充当したとい

うような制度もございます。こういった子育

て支援交付金制度、また安心こども基金等の

制度でございますが、本町に合った施策を見

きわめ実行するため、今後さらに研究、検討

をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 そういったことで、子育て

支援に対する国の支援金、また交付金、こう

いうものを活用しながら、ぜひ子供たちのた

めに、いつも言われております宝である太子

町のためにそちらのほうのお金を借りていた

だいて、必ずやっていただきたい、そのよう

に思います。 

 次に、住民が安心して暮らせる施設の推進

について。 

 先ほど少子化の進行に伴う若い人たちへの

対応について質問をいたしました。それに対

応して、高齢化の方々が安心して老後を過ご

せるための施策を真剣に考えることも大切で

あります。 

 このたび2012年度予算に高齢化と心身障害
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者世帯を対象にした交通手段の利便を図るた

め、タクシー利用券の交付が計上されまし

た。交通手段を持たない高齢者の病院、買い

物などの交通手段として住民方要望の一部が

町政に通じたものと評価しております。 

 今日お年寄りに対する環境は、老齢年金、

障害者年金などの給付削減、年金支給年齢開

始時期の先延ばし、医療費の窓口負担を導入

など極めて厳しいものであります。このたび

のやすらぎタクシー利用の助成は、高齢者の

外出支援、緊急医療足の確保に対する支援で

あり、さらに手厚い交通手段支援が要望され

ております。 

 働き盛りの人たちにとって、日本経済の長

期的な低迷を口実に多くの人たちが非正規雇

用など不安定な雇用と所得が大幅に低下する

状況の中、遠距離通勤などのためＪＲ網干駅

を利用している町民に対する駐車、駐輪費用

など一部の助成をするなど、このような対策

も必要と考えます。町としてどのようにお考

えですか。お答えをいただきます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 近年の高齢化

や核家族化に伴いまして、日常生活において

日用品の買い物や通院等、交通手段の確保が

困難な高齢者の方々が増加しております。ま

た、外出が困難な障害者の方々もいらっしゃ

います。自動車を持たない、または自動車を

運転できない高齢者の方々、重度心身障害者

の方々を対象としまして、日常生活における

交通利便の向上を寄与することを目的に、一

定の条件を満たした対象世帯にタクシー運賃

を助成するものでございます。この事業につ

きましては、平成24年４月から実施したいと

考えております。 

 助成内容につきましては、高齢者世帯につ

きましては年間500円券を30枚、また障害者

の方々に対しましては年間500円券を最大

48枚助成するということでございます。利用

できるタクシー会社につきましては、町内及

び隣接市のタクシー会社で本制度の趣旨に理

解を示されたところと契約し、町のホームペ

ージや「広報たいし」に周知してまいりたい

と考えております。 

 次に、医療費でございますが、通院医療に

対する助成につきましては低年齢児を中心に

無料化が進んでおりますが、当町では幅広い

年齢の子育てを支援することを目的に県の制

度よりも対象年齢を拡充し、これを上回る助

成内容に取り組んでおります。 

 また、兵庫県の福祉医療助成制度のうち子

ども医療費につきましては、法人県民税の超

過課税を財源として助成しておりますので、

その期間が平成26年度となっております。県

も、その時点でそれ以降どうするのか再検討

するということでございます。本町において

も、再検討しながら鋭意進めていきたいと考

えております。 

 次に、保育につきましてでございます。 

 近年、共働き家庭の増加、就労形態の多様

化に対応していくため、できるだけ多くの乳

幼児が保育所に入所できるよう各園と調整

し、保育事業に取り組んでおります。今後、

より一層保育事業が充実したものになるよ

う、保育所定員の見直しや一時預かり事業の

充実に努め、利用者の生活実態に応じた多様

な選択が可能な環境づくりを推進し、仕事と

生活が調和したゆとりのある子育て環境づく

りが行政の施策として重要であると考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 町としても、いろいろな施

策を考えておられる。ただ、これから高齢者

が多くなる、そういったことも加味していろ

いろなことを考えていただきたい。 

 それと、先ほど私が申しました若い人たち

のための施策、網干駅で通勤されておられる

方々、本当に数多い方が網干駅から東は神

戸、大阪、また西は岡山、そういったとこに

通勤をされておられます。また、景気の低迷

により、また指定外雇用の中、本当に大変な

お父さんやお母さん、そういった方々がおら

れます。そういったことを加味しながら、少
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しでも本当に気持ちのある、心あるそういっ

た施策を考えられる、そうすることによって

太子町はすごいなと、よそがやってないこと

をやってくれるなと、本当にこれは心のちょ

っとした気持ちではないかと私は思います。

そういったことも、これから行政として考え

ていただきたい。もう先ほどからつながった

ような話で、庁舎問題、これも確かに大きな

問題でございます。それがあるからこそ、太

子町はそういうことにも心ある力を入れてい

ただきたい、こう私は思うわけでございま

す。そういうことで、とりあえず提案と、お

願いということで言っときます。 

 次に、消費税問題で、これも太子町民に対

するかなりの問題でございます。人によって

は、こんな話は国の問題じゃないかという方

が多くおられます。これは、非常に地方に行

けば行くほど大変な問題でございます。そう

いったことで、この消費税問題について少し

問いたいと思います。 

 今、民主党の野田政権は社会保障・税の一

体改革と称して、消費税を2014年に８％、

2015年に10％と段階的に増税法案を成立させ

ようとしております。多くの国民から、この

計画に対する強い不安と批判の声が広がって

おります。同時に、国民みんなから安心でき

る社会保障をどうやって再生、拡充、拡大し

ていくのか、国と地方の財政危機をどうやっ

て打開するのか、そのための財源をどうやっ

てつくるのかについて、多くの国民が答えを

求めております。 

 消費税増税は、所得の少ない人たちに重く

のしかかり、最悪の不公平税制改革でありま

す。社会保障等一体の税制改革に対して、ど

のように当局は考えておられるか、また消費

税に対する考えを、その見解をお願いをいた

します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 社会保障と税の一

体改革の制度設計を検討する上で、消費税の

増税が柱となっていることは周知のとおりで

あります。また、消費税の逆進性の課題を初

め、解決すべきさまざまな問題が山積してい

ることも報道等で知らされております。 

 消費税増税によります収入は全額社会保障

の財源とされ、昨年度末には国と地方の協議

の場において、国と地方との配分について合

意がなされました。現在、政府によります

「明日への安心」対話集会が全国各地で開催

され、消費税率の引き上げに理解を求めてい

るところは承知いたしております。 

 こうした観点に立った国民的議論がなされ

ている最中におきまして、地方自治体の一団

体として賛成、反対、そういうものに言及す

る立場にはないというふうに考えておりま

す。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 消費税について、国民健康

保険の都道府県単位に伴う処置や子ども・子

育て新システムの財源などにも消費税増税分

が予定されております。総務省が地方自治体

に消費税増税へ協力を求めるなど、消費税大

増税、社会保障改悪に同意しているように見

受けられますが、先日の議会において町長の

施政方針にあるように、住民の暮らしと命を

守る、地域を元気にするためにと述べられて

おりました。国の悪政を許さず、消費税大増

税ストップ、社会保障充実、財政危機打開に

伴う要請書など、そういった提出を当局とし

ては国に求めていただきたい。また、それに

伴う各地域の行政も、多くの方々が国のほう

に要請文を送っておられます。そういったこ

とを太子町としてもやっていただきたい、そ

ういうふうに思うわけでございます。 

 2014年４月から５％を８％といった、こう

いった消費税が、また2015年10月から10％、

そういった消費税率が13兆円入ることであり

ます。以前にも1996年だったか、86年だった

か記憶がないんですけど、橋本内閣時、社会

保障のためと言って消費税３％を上げておら

れます。それを何ら社会保障どころか、大企

業の減税に使われた。また、今回も大企業の

減税５％、もちろん法人税でございます。そ

ういったことを考えれば、我々庶民から５％
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というものを上げて大企業に５％減税する、

こういったのがこの消費税のからくりでござ

います。そういったことを必ず知っていただ

き、我々太子町民の方々のために当局は国に

対し要請文を送るということが当然じゃない

かと私は思います。お答えいただきます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） もう一度お答えい

たします。 

 地方自治体の一団体として、賛成反対を言

及する立場にはないと考えております。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 いや、それは総務部長が言

われる反対とか賛成じゃなく、こういうこと

を上げてもらっては困りますよという要請文

を出していただきたい。そういうわけでござ

います。 

 これは確かに国が決めることであって、地

方自治体が決めることでないことは私は百に

承知でございます。必ずそういうことも考え

ていただきたいというのが私の見解でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） もう一度答弁求めます

か。 

（平田孝義議員「はい」の声あり） 

 続けてください。 

○平田孝義議員 今、総務部長が言われた答

弁に対して、ちょっと質問に対して答弁いた

だきたいんです。反対賛成じゃないんです。

そういうことをお願いしたいんです。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私ども地方自治体

の一職員、一団体、町長を含めまして私も職

員ですけども、そういうものにはこういう場

では言及いたしません。 

 それは、あなたの考え方と違うかもしれま

せんけれども、私どもはそういう考えでござ

います。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 よくわかりました。そうい

うことで、ちゃんと私も認識しておきます。 

 次に、消防法に対する質問でございます。

消防広域化について質問というか、こういう

ことが実施されているそういう中で、端的に

聞きたいということで質問させていただきま

す。 

 国は、都道府県に対して平成19年度中に消

防の広域化のための推進計画の策定を求めて

きております。その県が策定した計画に基づ

いて、広域化対策市町村の消防の広域化に関

する基本指針を示し、都道府県に平成19年度

中に広域化のための推進計画の設定を求めて

おり、2013年、平成25年度運用開始により、

消防通信指令業務（消防デジタル無線高機能

消防指令センター）広域化（共同運用）の整

備を進めておるようでございます。 

 太子町も赤穂市を除き、たつの市、相生

市、上郡町、宍粟市などの広域化を推進する

ことを決め、協議に入ると聞いているのです

が、こうした国と県の推進計画に対して市町

村首長や消防現場、県民からさまざまな批判

や消防力の低下を危惧する声が各地で起きて

おりますが、そこでまず１点目の市町村の自

主的な判断として、市町村合併の推進と同じ

く事実上の強制合併になるのではないかと思

うが、詳しく問いたいのと、合併の必要性を

判断し決定するのはあくまでも主人公である

住民の市町村行政の執行であることが原則

で、ましてや期間内に広域化を実施しなかっ

た場合、ペナルティーや不利益な扱いがある

のか問いたいということが１点目でございま

す。 

 ２点目が、町民の生命、財産にかかわる重

大な問題をこのような短期間に、しかも消防

団や住民、組織の中で十分な論議が重ねられ

ているのかということと、また上からの案を

決め、押しつけられるほうは非民主的である

ということ。そこで、広域化によって火災等

の災害から町民の生命、身体、財産を守る消

防の役割が本当に充実できるかということが

２点目でございます。 

 ３点目が、人口の規模以上に面積が広くな

る場合、救急医療が迅速に行われる保障は、
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迅速率の達成の中に、広域化によって消防本

部の対応力の低下するようなことがあっては

ならないとしておりますが、そのようなとこ

ろをどのようにお考えかというのが３点目で

ございます。 

 万が一の火災やそういった災害が発生した

場合、常備消防とともに地元の市町村や消防

団、さらに地域住民と連携が不可欠です。そ

こで、地元消防団、地域住民との連携、共同

活動にどう対応されるのかというのが４点目

でございます。 

 ５点目が、低い消防力の改善に財政分担な

ど、国は全国の消防職員の充足率が75％推移

しているのは、各市町村における厳しい財政

状況や行政改革に基づく定員管理等による大

幅な消防職員の増加が困難なことになるよう

に思われます。そういった中で、財政面とサ

ービスの低下などがどのように結びついてい

くのか、この５点を問いたいと思います。お

願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、１点目でご

ざいますが、自主的な市町村の消防の広域化

の必要性から、国において平成18年６月14日

に消防組織法の一部改正、同年７月12日に市

町村の広域化に関する基本指針が策定され、

この指針に基づき兵庫県は平成19年９月21日

に兵庫県消防広域化検討委員会を設置すると

ともに協議を重ね、平成21年６月８日に兵庫

県消防広域化推進計画を策定し、平成24年度

末までに広域化の実現を目指すことになって

おります。 

 これを受けまして、西播磨地区４市１町、

相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、佐用町

の消防本部による協議を重ね、課題はあるも

ののおおむね広域化を目指すことで各市町の

同意が得られ、平成23年２月、消防署を持た

ない上郡町と太子町を含めた４市３町による

消防の広域化に向けた協議が始まりました

が、赤穂市と上郡がメリットが見出せないと

の理由により、協議から脱退をしました。そ

の後、３市２町、相生市、たつの市、宍粟

市、佐用町、太子町によりまして広域化を目

指そうということになりました。これらの経

緯を見てもわかるように、強制的な合併でな

いことがおわかりいただけると思います。 

 また、町としての対策につきましては、常

備消防を持たないので、委託先であるたつの

市消防本部の意見を尊重し協議に参加してお

り、広域化につきましては問題はないと考え

ております。 

 ２点目でございますが、先ほど回答しまし

た常備消防におきまして十分な協議を重ね、

今後の消防を取り巻く環境の変化、第１に災

害の多様化、大規模化、第２に住民ニーズの

変化、第３に高齢化社会、人口減少時代等の

課題に対応するため必要であると判断した上

での広域化でございます。なお、消防団につ

きましては、常備消防との連携においては協

議が必要ではございますが、広域化について

直接影響はないものと考えております。 

 また、広域化の目的の一つに住民サービス

の向上を掲げており、今後住民の複雑、多様

化するニーズにこたえるとともに、迅速な活

動により消防の役割が充実すると考えており

ます。 

 ３点目でございますが、広域化によりまし

て市町の境がなくなり、消防隊、救急隊の現

場到着時間が短縮される地域が出てくるとと

もに多数の消防隊、救急隊の運用が可能とな

り、出動隊数の増加が図れ、初動体制の強化

につながるものと考えております。 

 また、自然災害、大規模な事故等に対し、

一挙に多数で多様な部隊の編成、消防隊、救

急隊を同時に出動させることが可能となり、

消防、救急力の強化、充実が図れるものと思

っております。 

 ４点目でございます。消防団につきまして

は、担当事務を消防署が担任している自治

体、これは相生、たつの市でございます。そ

れと、市町が担任している自治体、これは宍

粟市、佐用町、太子町です。今後、合併協議

の中で調整が図られるものと考えておりま

す。 
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 また、消防団、地域住民との連携につきま

しても、合併協議の中で調整が図られるとい

うふうに考えておりますが、各消防団及び自

治会で実施される図上訓練、初期消火訓練、

防火訓練、啓発等は引き続き行われると考え

ております。 

 ５点目でございます。広域化における財政

の分担、またサービスにつきましては、合併

協議の中で調整されますので現段階でどうな

るのかということはお答えはできませんが、

住民サービスにつきましては現在の消防救急

力は維持することが大前提でございます。先

ほども述べましたとおり、広域化によるメリ

ットはあってもデメリットはないと現在考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ちょっと５つの質問の中で

１つ抜けとったかなと思うんですけど、期間

内に広域化を実施しなかった場合、ペナルテ

ィーなんか、そういった不利益などはござい

ますか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 特に国、県からの

ペナルティーというものはございません。た

だ、いわゆる24年度中の合併協議、そして

25年度から広域消防ということになります

と、財政負担が国のいろいろな措置が受けら

れないと、こういうことはございますね。で

すから、この話を仮に太子町は御破算ですよ

ということになれば、すべてデジタル無線化

だとか、今後消防に対する費用負担は国から

の何の恩恵も受けられないということでござ

います。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 私は、広域化に対して全く

反対じゃございません。慎重に協議していた

だきたいというのが、私の願いでございま

す。 

 そういった中、広域化規模というのが人口

30万、これが一応形となってるはずなんで

す。だから、こういった広域的な行政機関が

１つになってこれをやってるということは私

も理解をしております。ただ、なぜ慎重かと

いうのは、宍粟市、遠いとこ、またこの太子

町の中でやられれば、今まででも結構消防に

対する力もあったのになと。ただ、広域化に

なって本当にそういうふうに土地の、我々町

民の財産を、またそういう生命的なものを守

っていただけるのかなという心配がありま

す。 

 それと、ここにも書いておりますがメリッ

ト、言われていることもわかっております。

災害時によっての初動体制の強化などもそれ

はできます、はっきり言うて。それと、統一

的な指揮の下での効果的な部隊運用もできま

す。それと、本格本部機能の統合的な効率化

による現場活動要員の推進もこれはできるか

なと思います。そういったいろいろなメリッ

トもあります。 

 そういった中で私が再三言ってるのは、協

議を進める中でどうしても慎重に協議してい

ただきたい。太子町が有利になるほうで協議

していただきたいというのが私の願いでござ

います。 

 それと、最後に１点だけちょっとお聞きし

たいんですけど、今回消防に対する、先ほど

デジタル化ということでお話がございまし

た。その中で、地方債の減額、お金、そうい

うものが平成24年度で3,995億円国が出され

ております。そういったものを防災拠点施設

とか防災資機材、またそういった備蓄、施

設、それにまた非常用の電源、拠点避難所と

か避難路、そういうものに太子町は使われる

のかなということもお聞きしたいんです。お

願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） この広域化につき

ましての国の財政支援につきましては、メニ

ューが一致すれば当然そのメニューに乗っか

っていくということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 そういうことで、ぜひ太子

町の住民を守る消防、それを全力を挙げてや
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っていただきたい、そのようにお願いをいた

します。 

 これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 以上で平田孝義議員の

一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、何点かにつきま

して質問をさせていただきます。 

 １、職員のボランティア休暇について、本

町のボランティア休暇制度について伺いま

す。 

 (1)これまでの実績、利用状況は。 

 (2)運営上の今後の課題は。 

 (3)職員のボランティアの意識について、

この５年間のうちに調査されたことはありま

すか。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、１点目でご

ざいますが、職員の勤務時間等に関する規則

に規定されております特別休暇を一般的にボ

ランティア休暇と呼んでおりますが、平成９

年４月に創設されてからこれまでの利用はご

ざいません。 

 ２点目でございます。制度としてあります

が、利用がなされていないところが課題かも

しれません。自己の業務への影響も関係する

でしょうし、年次休暇を利用するほうが容易

に取得ができるという認識があるのかもしれ

ません。もちろん、申請があれば規定に基づ

き処理をし、規定に合致しておれば承認いた

します。 

 ３点目でございます。ボランティアの意識

について、特に調査した実績はございませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今お答えになったように利

用されておらず、また意識も調査していない

ということですが、一度こういうことについ

てどういうふうに、ボランティアについて意

識を職員が持っているか検討してもらえたら

なというふうに思っております。 

 といいますのは、職員の中にもこれがある

ということ自体を知っておられない方もおら

れました。名前とかは言いませんけれども、

高いというか、入ったばかりの職員とかそう

いうことではありませんでした。ですから、

実際にどうも利用がなされてないような状況

でありますので、これについて今後職員の意

識を啓発していただきたい。 

 それからまた、ボランティアといいますと

いろいろ、職員はそういうことを思っている

と思いませんが、これをしたから行政にこれ

してくれとか、いろいろそういうようなこと

が出てくる場合もあるんですが、ボランティ

アっていうものの本来の趣旨を十分住民が理

解するように、これは進めていかなければい

けないものと思います。そういうことです。 

 ２点目ですが、参画と協働の実態と評価に

ついて伺います。 

 参画と協働がどの程度なされているかの具

体について伺います。 

 (1)行政が町民の力を得ていることには現

在どのようなものがありますか。 

 (2)その評価をどう行っているかについて

お答え願います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） １点目でございま

すが、現在住民参加の機会としましては、住

民の政策形成過程への参加としまして各種審

議会委員の公募やパブリックコメント制度の

創設、広聴制度としましてはまちづくりの集

いや町民提案箱、各種イベントの開催にあわ

せて行う住民意識調査などの制度を設けてお

ります。 

 また、ボランティアの活用としましては、

太子あすかふるさとまつりや子育て支援セン

ター「のびすく」における子育てサポータ

ー、学校支援ボランティアなど各課で実施を

している事業においてボランティアの活用を

行っております。 

 ２点目でございます。積極的に行政へ参画

される住民は、まだまだごく一部に限られて

いるんではないかなという認識もしておりま
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す。そのため、住民に積極的に行政へ参画し

ていただくには行政情報を適切に皆さんにお

届けすることが大事であるというふうに考え

ております。継続しまして、「広報たいし」

やホームページ等で情報提供をしてまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 質問した趣旨は、ちょっと

これを整理しておきたかったといいますか、

どの程度ということをはっきりさせておきた

かったわけですが、今おっしゃったようなこ

とでありますので、この参画と協働という言

葉はよく使われ、そのようにしていきたいと

いうようなことがよく言葉として使われるわ

けですが、実際問題としましては今ご説明が

あったように、ある言い方をすれば限られて

いると。もう少し住民の皆様の参画、協働を

もっといただいてもいいんじゃないかという

ふうに私は思います。 

 今答弁の中に住民の意識といいますか、住

民が参加したい人がそんなに多くはいないん

だというような趣旨のご発言だったと思うん

ですが、財政的にも長い目で見るといろいろ

日本全国困ってくる面もありますから、住民

の皆様に参画していただいて協働していただ

くように、やはり行政としてはそういうふう

に持っていくといいますか、そういうふうな

趣旨といいますか、啓蒙といいますかこれか

らしていくべきではないかと思っておりま

す。 

 現状としては、今ご説明いただいたように

限られた中でなされているわけであります。

ですから、実際に評価をするといってもなか

なかこれをやってどうだったかという評価も

実際は難しい面があると思いますが、もっと

もっと活発にしていただくようにご努力をい

ただきたいと思います。 

 ３点目、情報のバックアップについて。 

 現在、役場が住民サービスを行うための情

報が電算室以外にありません。情報のバック

アップを図るべきであります。電算室が何か

の災害等に遭った場合に役場の機能が混乱に

陥ります。新庁舎を建てる前に、この対策を

講じておくべきであると考えます。どのよう

な手だてがあるか、またいつごろ行うか、お

答えをいただきます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 電算システム情報

は、データ更新頻度によりましてバックアッ

プサイクルに違いがありますけれども、基本

的には毎日バックアップをとっております。

そのバックアップデータはＤＡＴ、ＬＴＯな

どの磁気テープに保存し、電算機械室に保管

しているところでございます。 

 ただ、サーバーと同じ場所での保管は問題

があると認識いたしておりますので、新年度

予算でメディア用特殊耐火保管庫を購入する

予定でございます。町民課の戸籍用ロッカー

での保管を、また住民基本台帳システムにつ

きましては、24年度にバックアップサーバー

を外部施設へ移設することを計画いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それを新年度によろしくお

願いいたします。 

 総務常任委員会が町民懇談会をやりました

ときに、住民の中からこういうご意見があり

ましたのでご紹介をしておきます。 

 現在の庁舎で火事がいったら、たちまち何

もかもなくなってしまうのじゃないかと思う

が、現在はどういうふうにされているか。そ

ういうふうな情報なりは必ず普通の企業なら

持っているが、場所を変えるなり、あるいは

重要な金庫で耐火金庫を置いたところに保管

しているが、そういった施策はとられている

のかという質問があり、私のほうで当日、電

算室のところでしかないと私は認識している

がということを答え、そこに元役場の方が館

長としておられたのでその辺も聞いたんです

が、実際は後でよく確認しますと、今答弁の

ようにこれまでなかったわけでありますの

で、新年度におきましてこの点をきちっとし

ておいていただくように、手落ちのないよう
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お願いをいたします。 

 ４点目、地域包括支援センターの運営につ

いてお尋ねをいたします。 

 介護保険料率も改定の時期を迎え、本町の

高齢者施策を伺います。 

 本町の包括支援センターの実情は。地域包

括支援センターの実情を見て、特にこれから

対応していかなければならないと思われる点

はないか。以下、(1)から(4)について過去３

年間を平均した場合の１年当たりの件数をお

答えください。 

 (1)相談業務の年間件数と主な内容は。 

 (2)介護予防のための事業の件数と主な内

容は。 

 (3)財産管理、権利擁護の件数と主な内容

は。 

 (4)高齢者虐待の件数と主な内容は。 

 また、地域包括支援センター以外の一般論

になりますが、(5)現在、高齢者福祉の施設

は太子町で足りていると考えているか。 

 (6)国が使っている用語でありますが、介

護関係の用語は高齢者にとって理解しづらい

用語であると私は思います。もちろん、理解

される方もおられると思いますが、理解され

ない、理解しづらい用語が非常に多い。用語

について国にわかりやすくするように言えな

いかをお尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 地域包括支援

センターについてでございますが、介護保険

法の平成18年度改正によりまして、各市町村

で社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師

の３職種を必置し、設置しております。本町

におきましても、さわやか健康課所管としま

して保健福祉会館に設置しております。ま

た、地域包括支援センターとしまして、町内

２つの社会福祉法人にブランチとして70歳以

上の高齢者宅へ訪問し、健康状態や身体機

能、日常生活の聞き取りを行う実態把握を行

っております。 

 ご質問の１番目の相談業務の過去３年間の

平均についてでございますが、3,956件でご

ざいます。 

 その主な内容につきましては、先ほどの実

態把握と、介護認定で要支援１または２と判

定された方の介護サービスの計画を行う介護

予防支援が圧倒的に多うございます。続い

て、介護保険制度、老人福祉制度、介護予防

事業や住宅改修の相談でございます。 

 次に、２点目の介護予防教室等の開催事業

でございます。過去３年間の平均は277回で

ございまして、平均延べ参加者数につきまし

ては4,879人でございます。 

 主な内容につきましては、保健福祉会館で

実施しております介護予防教室、職員が太

田、龍田公民館に出向いていっております介

護予防教室、また町内２つの社会福祉法人に

委託しております…… 

（服部千秋議員「もうちょっとゆっく

りお願いします」の声あり） 

 介護予防講演、自治会等へ出向いていって

おります出前講座の中での介護予防の普及啓

発でございます。 

 次に、権利擁護の相談件数でございます

が、過去３年間の平均は８件でございます。 

 主な内容は成年後見制度についての相談で

ございまして、制度そのものの相談が大半を

占めております。中には、ひとり暮らしの少

し認知症を発症された高齢者の遠くに住まわ

れている親族から具体的に成年後見制度を進

めるに当たっての相談もございまして、家庭

裁判所への申請方法で、具体的になりますと

その支援をされる弁護士会、司法書士会の窓

口をご紹介させていただいております。 

 また次に、高齢者虐待の通報でございます

が、過去３年で平均５件でございます。虐待

と認知しましたのは３件で、身体的虐待、介

護放棄、心理的虐待でございます。虐待を認

知した事例の中には、命の危険性が高いと判

断いたしますと、養護老人ホーム等への緊急

入所措置を行います。 

 次に、施設でございますが、現在町内には

施設サービスとしまして介護老人福祉施設２

カ所、介護療養型医療施設１カ所、通所介護
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事業所６カ所、認知症対応型共同生活介護２

カ所、認知症対応型通所介護１カ所がありま

す。 

 介護が必要な状態になっても、やはり住み

なれた地域で生活が続けられるよう町介護保

険事業計画によりまして、今後サービス施設

の整備を順次実施してまいりたいと思ってお

ります。今後も高齢者単独世帯や高齢者夫婦

世帯の増加している状況の中、高齢者にとっ

て介護が必要な状態になってもみずからの意

思に基づき、自立した生活を送ることがで

き、また家族にとっては介護の負担を軽減す

る体制がとれるよう、さまざまな介護保険サ

ービスをご利用いただきたいと考えておりま

す。 

 次に、介護関係の用語でございますが、ご

指摘のとおり高齢者にとって本当に理解しづ

らくなっていると思います。例えば、特別養

護老人ホームという用語につきましては老人

福祉法で定義しておりますが、介護保険法で

は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福

祉施設となっております。 

 この背景には、介護保険よりも古くから老

人福祉法の用語に長年なれ親しんでいるとこ

ろに新たに介護保険が始まりました。当初

は、老人福祉法と同じ用語であったものが介

護保険の３年ごとの改正がございます。３年

ごとの改正にあわせ介護保険の中身が年々細

分化され、それに伴い整合性を得るため用語

が改正されてきたことがございます。 

 このような中ではございますが、現場での

一般向けの相談窓口やパンフレットの説明に

はこれまで使用してきている用語を添えるよ

うにし、丁寧にわかりやすくできる限り用い

るようにしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 まず、本町では小規模多機

能型施設というのはないということでよろし

いでしょうか。 

 それから、用語ですけれども、パンフレッ

トにこれまで使われた用語も併記してと今お

っしゃったんですが、ちょっと私がパンフレ

ットを読んでも、言葉がいいかどうかわかり

ませんが、頭が痛くなるような漢字がずらず

らずらとありまして、似たような表現があり

ます。こういうものをご利用される高齢者の

方にお渡ししても、これどういうことなんか

いなということで、自分にはどんなんがいい

んですかねとか言うて、結局相談をしながら

することになると思うんですが、もう少しわ

かりやすくといいますか、取っつきやすくと

いいますか、私が読んでもちょっと頭が痛く

なるような部分があるんですね。これの勉強

をしていてもいろいろ言葉が非常に読んでる

と大変ですので、それが実際できるかどうか

は別としまして、現場のほうから、私は現場

のほうの方ももう少し易しいほうがいいなと

思っておられると思いますよ。ですから、

県、国にそういう意見も上げていただけませ

んかということをお願いしておりますが、２

点いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 小規模多機能

型介護サービスでございますが、介護老人福

祉事業計画には掲げてございます。施設整備

や太子町のみがサービス利用可能な通所施設

ということで、今後また小規模多機能型介護

サービス事業の整備に努めてまいりたいと考

えております。 

 それから、先ほどの用語の関係でございま

すが、できる限りわかりやすいようにパンフ

レット等作成するよう周知もしていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

（服部千秋議員「国には。国、県には

って僕は聞いた」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 国、県には要望するの

かという。 

（生活福祉部長山本修三「何をです

か」の声あり） 

 国、県にもっとわかりやすい用語をできな

いんかということを要求する。 

 続けて。 
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○生活福祉部長（山本修三） こういった制

度の改正ごとに担当者説明会がございます。

また、県のほうにもそういったことを発言し

ていきたいというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 ですから、そういう説明会

のときに説明を受けるだけでなくって、今お

っしゃったことを言っていただきたいと思っ

ております。 

 近隣小規模多機能を調べてみますと、近隣

にはあるんですけれども、太子町には残念な

がら今おっしゃったような状況であります。

整備計画とか施設整備、補助については市町

村の権限と責任でやるということでございま

すので、具体的に、ではどのようにこれから

やっていこうと思っておられますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 小規模多機能

型施設というのは、行政ではできませんの

で、事業所の事業所推進、いわゆる指導を行

っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 行政がつくるのではないか

らと今おっしゃいましたが、ですからその事

業所に対してどのようにされていきますか。

それをお尋ねしております。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 介護老人福祉

事業計画の中で、広く広報しながら事業所の

推進に努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私は、この小規模多機能の

役割は今後極めて重要なことになってくると

思っております。ですから、これについて十

分、今部長が言われたとおり、太子町におら

れる高齢者のためにいろいろと手を打ってい

ただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いをしておきます。 

 ５点目ですが、太子町の教育について。 

 前回は太子町内の生徒指導が充実している

かについて問いました。生徒指導だけでな

く、教科指導とか、そういったものも含まれ

ておりましたが、今回はその後の経緯と太子

町における不登校の児童・生徒の対策などを

伺います。 

 (1)前回の質問後、中学校を初めとする太

子町の教育現場において生徒指導の改善が見

られていますか。 

 (2)不登校について。 

 ①（以前も不登校児童・生徒数については

聞いている部分がありますが、質問を整理す

る上で）ここ３年間の不登校児童・生徒数の

平均は年度末で各小・中学校で何名います

か。つまり、年度末になるにつれて欠席日数

が増えていき、現行の数え方では30日以上に

なった時点で不登校と数えており、年度末に

数が増えるわけでありますので、この質問を

行う時点と昨年、一昨年の３年間の平均の人

数を各学校ごとにお答えください。（３年分

の年度末の数字を、今年度についてはまだ年

度が終わっておりませんが、現時点で結構で

すので、その３年分の数字を３で割った平均

をお答えください。） 

 ②町内４小学校、２中学校では、現在不登

校の児童・生徒に対してどのような対応をと

っていますか。 

 ③不登校として数えられるまでに、つまり

年間欠席日数が30日になる以前の段階におい

て、各小・中学校はどのような対応をとって

いますか。30日という定義だけでは、児童・

生徒の実態を見誤る可能性があると私は思っ

ております。初期の段階での担任の指導や学

校での取り組みが大切だと思いますが、各

小・中学校はどのような対応をとっています

か、具体的にお答えください。今後、どのよ

うにしようと思っていますか、具体的にお答

えください。 

 ④近隣市のように、太子町でも学校に行け

ない不登校の児童・生徒について、つまり現

在太子町においては学校の中での教室を開設

されているわけでありますので、学校に行け
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ない不登校の児童・生徒について学校以外の

場所での対応はできませんかということをお

尋ねしたいと思います。この点について、近

隣市町の様子も調べておりますけれども、そ

れを細かくここでは言わなくてもいいと思い

ます。教育部局のほうも調べておられると思

いますけれども、こういった点について、今

後本町においてどのようにしようと教育委員

会では考えておられるか、お答えを願いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 (1)の太子町の教育現場において生徒指導

の改善は見られているかというようなことで

すが、前回も申し上げましたが、問題行動に

効く特効薬はございません。各学校におい

て、全教職員が共通理解のもとで生徒同士、

生徒と教師、教師と保護者、教師と関係機関

がかかわり、つながることを大切にし、引き

続き取り組んでおります。おかげで、中学校

においては少しずつ落ちつきを取り戻してい

ると感じております。 

 (2)の不登校について、その①ですが、不

登校児童・生徒数の平均は年度末で各小・中

学校で何名いるかということですが、龍田小

学校、斑鳩小学校においては、この３年間不

登校児童はゼロです。おりません。太田小学

校は平均1.3人、石海小学校は平均0.7、太子

西中学校は平均12.7、太子東中学校は平均

15.7で、以上でございます。 

 問いの②の各学校において、不登校児童・

生徒に対してどのような対応をとっているか

でございますが、不登校のおる該当の学校の

み答えさせていただきます。 

 太田小学校の取り組みですが、担任が家庭

訪問を行い、家庭での状況を把握し、学習課

題を与えています。また、保護者を含め、ス

クールカウンセラーによる相談を進めており

ます。さらに、児童の実態に応じて放課後登

校や保健室登校を促しております。 

 石海小学校の取り組みです。担任が放課後

家庭訪問を行い、家庭との連絡をとっており

ます。不登校児童の中には発達障害の疑いの

ある児童もいるため、保護者にカウンセリン

グを受けていただいたり、特別支援コーディ

ネーター、養護教諭、担任が支援の仕方を話

し合うなどの取り組みを行っております。 

 太子西中学校においては、不登校の原因と

して家庭環境、友達関係、発達障害、中１ギ

ャップなどが考えられるために担任だけがか

かわるのでなく、学年主任、副担任、不登校

担任、生徒指導担当などでチームを組織し、

家庭訪問や家庭連絡を行い、学校の様子や学

習状況を知らせるとともに、欠席理由の把

握、原因の解明を行い、個別に対応を行って

おります。生徒によっては、家の中に引きこ

もってしまっている場合もあり、面会が困難

なケースもあります。 

 太子東中学校の取り組みですが、西中同様

に担任、該当の学年部教員を中心に管理職、

不登校担当教員を含め組織的に取り組み、ス

クールカウンセラー、医療機関、福祉関係部

局と情報交換や連携を行いながら生徒や保護

者の支援を行っております。 

 問いの３番、初期の段階の、欠席日数が

30日になるまでの取り組みはいかがなもんで

すかというご質問ですが、太田小の取り組み

は予兆がある場合、担任が家庭との連絡を密

にし、保護者の協力を得ながら登校を促して

おります。また、課題のある児童において

は、定期的に特別支援委員会を開催し、教職

員への情報の共有化を図っております。 

 石海小学校の取り組みは、健康観察カード

で欠席者の実態を把握し、気になる児童を事

前にリストアップ、教職員の共通理解を図

り、家庭訪問や電話連絡などにより、保護者

とのつながりに努めております。また、児童

が快く教室に入れるよう教室の座席の位置を

工夫したり、当該児童の苦手なところの支援

を行うなどに努めております。 

 太子西中学校では、登校できる生徒には別

室指導により教科指導や基本的な生活習慣を

身につける取り組みを実施しております。ま

た、今年度新たな小・中連携の一つとして、
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中１ギャップの解消に向け、西中の３年生が

小学校に出向き、授業参観や中学生活でのマ

ナー指導などを小学校６年生に対して行い、

中学校へのスムーズな移行ができるよう取り

組む予定です。 

 太子東中学校での取り組みは、生徒の変化

やサインを見逃さないよう学年部でなく、全

職員が情報を共有し、組織的に取り組むこと

に努めております。不安を中心とした情緒的

な混乱により登校できない生徒については、

保護者や生徒本人にカウンセラーや医療機関

による相談を促すなど、担任、生徒、保護者

だけで抱え込まないように取り組んでいると

ころでございます。 

 ４番の学校以外での場所での対応というこ

とですが、不登校についてはいじめ等や嫌が

らせをする生徒の存在や教師との人間関係で

登校できない場合、登校の意思はあるが身体

の不調を訴え登校できない、漠然とした不安

を訴え登校できないなど不安を中心とした情

緒的な混乱によって登校できない場合、遊び

や非行、無気力や学校へ行く意義を認めず、

意図的に登校しない場合などが考えられます

が、他市町の例を見ますと、学校以外の場

所、いわゆる適応教室には行くことのできる

児童・生徒もいることから、不登校の児童・

生徒に対する支援活動として有効な一つの施

策であると考えます。 

 しかし、適応教室の開設については、指導

員の配置等人的な問題だけでなく、子供たち

が１日過ごす場所としてのハード面の整備も

必要と考えます。したがって、すぐにでも適

応教室を開設するということは現実的でござ

いませんが、今後の研究課題として取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 東中において、医療機関、

福祉部局と連携をとっているということをお

っしゃいましたが、それについてもう少し具

体的にご説明をください。 

 それから、学校に行けないので適応教室に

ついて、今他市町のことを若干ですけども触

れていただいたわけですが、現場の声とし

て、現場というのは現場の先生の声というこ

とですが、太子の子で太子の中にそれがない

ために近隣に行っている可能性があるという

ことでありますけれども、要は太子町の児

童・生徒が太子町に施設がないがために近隣

にもしお世話になるということになると。な

いから、太子町内に。人的なことを今教育長

がおっしゃったわけですが、このたびＡＬＴ

については新年度、私もこのＡＬＴを増やし

てくれということは過去の一般質問でも言っ

たことがあります。たつの市と比べると、子

供たちが英語に触れる回数が、人数から見て

も少ないわけであります。このたび増やそう

としてもらっていることはありがたいことで

あります。 

 私がもう一つ申したことは、指導主事のこ

とを言ったわけですが、これも今後やってい

ただきたいと私は強く思っておるわけであり

ますが、今回はこの適応教室について、たつ

のではあると、姫路でもあると、しかし太子

ではないということで、太子町内の子供さん

が近隣に現在お世話になってるというような

可能性はありませんか。この２点についてお

尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。医

療機関というのは、明らかにＡＤＨＤとか情

緒不安定等ということが認められる、だれが

見てもそういうようなことが――もちろんだ

れが見てもじゃないけども、教師が見て判断

ですが――そういう生徒については心療内科

のほうへ促すというような意味でございま

す。 

 それから、適応教室の件ですが、他の市町

へ適応教室へ行っているということは今のと

ころは聞いておりません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私は、この適応教室につい

ても本町で今後十分ご検討いただきたいと。
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先ほど教育長は西中では来れる子については

教室でということを言われましたが、これは

東中もやっていると思いますが、実際そこま

でも来れない児童・生徒がいますので、そう

いう方に対してどうするかということを今後

もっともっと真剣に考えていただければあり

がたいと思います。 

 それから、前回の質問以来、改善が見られ

ているかという質問に対しまして、徐々にで

はあるがよくなっているというお答えであっ

たと思います。どのようにお答えになるかな

と思っていたんですが、実態は私もそうだと

思います。 

 あの後も町内を自転車で回ってみますと、

ちょうど中学生が帰っているときに出くわし

たり、あるいは新年ですと中学生が自転車に

男の子数名乗って、道の中に寝転がってしま

っていたりとか、そのときは私もその子らに

声はかけましたけど、学校訪問したときに私

も顔を覚えていた子供でありましたのでね。

だから、もうちゃんとせえよと、ちゃんと頑

張って勉強せえよというような趣旨のことは

言っておきましたけど、ほかにも例えば女子

中学生が帰るときにスライドゲートの手回し

の部分を女の子が上がって、あはははと言い

ながら回したり、いろいろしていたりとかで

すね。 

 だから、前回の答弁の中で一部の者がやっ

ていてというような答弁をされていました

し、また現場の管理職がそうおっしゃるわけ

ですが、私は必ずしもそういうことではない

と思います。学校現場を経験した者であれ

ば、教育長もおわかりだと思いますけれど

も、そういうような状況が長い間続けば全体

に波及するわけであります。前回も学校に行

ったときに先生と話していたら、いや一部じ

ゃなくてこちらで、みんな先生方が数名で注

意したらどうですかて言うたら、いやこちら

で注意してたらまたこちらで起こっとんです

よというような状況でしたので、現実は本当

に大変です。私も見たときも、余り前回のと

きに学校をけなすようなことは言いませんで

したけれども、本当にもう大変だなと思って

帰ったのが実態であります。 

 これをひとつ公立の先生方に苦言を呈して

おきたいわけですけれども、私も公立の教員

の経験もありますが、私立の教員の経験もあ

ります。例えば議員が学校のことを質問すれ

ば、現場のほうからちょっと見ただけで学校

のことを知らんのに質問してみたいなことを

仮に言われた場合、言われてるわけですけれ

ども、見に行ったときに非常に悲惨な状況で

あれば、やはりそのことを十分考えていただ

いて、もちろん子供の様子はいろいろ変わり

ますけれども、自分たちが指摘されたところ

はそのことについて十分に考えていただきた

い。 

 これは、私立の学校とか学習塾とかであれ

ば、もし保護者様なり、保護者だけじゃなく

てもどなたからでもですけれども、ご指摘を

受ければ、そのことを十分真摯に考え、対応

をとっていくわけでありますので、全体を見

てから言ってもらわなとかいろいろ、そうで

なくて何かがあったらそれについて十分公立

の学校においても対応していく。いろんな理

屈を言うのでなく、現状について十分親や子

供たちの立場に立って、自分たちがもっとも

っと改善すべき点については考えていただい

て、余り自分たちを正当化するようなことに

聞こえるように言われると非常にショックな

わけであります。もちろん、一生懸命頑張っ

ても十分できないことはあるわけですけど、

それについての姿勢を公立の学校の先生方に

なお一層考えていただきたいと思います。何

か指摘されれば、それを十分考慮していただ

きたい。このことは、現場の管理職に伝えて

おいていただきたい。これは東中だけでな

く、すべての学校の管理職に伝えておいてい

ただきたいと思いますが、教育長、いかがで

すか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 他の市町の教員の様

子はわかりませんが、本町内の教職員につい

てはどの町よりも、どの私学よりも時間をか
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けて子供に向き合って丁寧に指導し、また地

域へ赴いて、また保護者にも懇切丁寧に理解

されるまで長時間、昼夜を分けずに対応して

るところでございます。 

 どのように服部議員に対応したかはちょっ

と定かじゃないですが、もしそのようなこと

が調べてありましたら、校長を通じて指導さ

せていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 本町の教員はほかに比べて

劣らぬよう十分いろいろやってると、こうお

っしゃるんですけど、私は頑張っておられな

いとかそんなこと言ってるんじゃなくて、何

か指摘があったとき、頑張ってやらせていた

だきますということをやっぱり言っていただ

きたいと。 

 学習指導についても、塾は非常に私は子供

たちの助けになってると思いますよ。本当に

懇切丁寧に何度もというておっしゃいますけ

ども、塾のほうがかなりいろいろと相手の様

子を見て、今は個別指導が非常に多いわけで

すけれども、相手一人、その人に合わせてい

ろいろと指導しておるわけでありますので、

どこの私学にも負けずやっておりますとか、

そういうことじゃなくて、勝ってる負けてる

とかじゃなくて、頑張って指導をお願いした

い。 

 こういう場では、教員がやってないとかそ

ういうことは立場上言えませんし、現場の人

も公の席では管理職は教員がやってないとは

言いませんけれども、言えないわけですよ、

そういうこと言ったら大変ですから。ですけ

ど、実際には私はある学校で、先生、注意し

とってんですかねって言いました。ほんな

ら、いや、これは親にも言いましたが、実際

には教員の指導力にも差がありましてとかと

いうことを言うわけであります。ですから、

実態のことを余り隠すような、みんな頑張っ

て生徒指導が十分機能していますというて言

われるんじゃなくて、生徒指導が十分機能し

とったらああいう状態にならないわけです

わ。ですから、もっともっと頑張っていただ

きたい、そのように思っておりますので申し

ておきます。 

 続いて、６点目でございます。役場が情報

を開示しない姿勢について。 

 当局が情報を開示しない姿勢が最近特に激

しい。昨年の議会改選以後、特にその傾向が

著しい。 

 新庁舎建設検討委員会の傍聴はできないの

ですかと企画政策課に問うたところ、総務部

長から、町民に情報を途中段階で出すと混乱

を招くとのことでありました。議員は町民の

代表であり町民に知らせたいが、議員は町民

から現状を聞かれるのだがと言うと、議員も

町民だ、傍聴できないとのことでありまし

た。一方、議事録の公開は会議から２カ月後

しか発表をされません。 

 (1)そもそも、傍聴はできるかどうかを新

庁舎建設検討委員会に諮られたのか。傍聴さ

れないということを委員会に諮った上で答え

られているのか、担当課や担当部長で判断し

て答えられているのか。この判断はどこがな

されましたか。事が当局一存で決められるの

なら、新庁舎建設検討委員会の存在意義はど

こにあるのでしょうか。諮っていないとすれ

ば町が進め方自体を主導していることになる

と思いますが、いかがでしょうか。 

 (2)当局が野々市市を視察して学んだこと

は。 

 総務常任委員会から、当局が視察した野々

市市の視察結果を出席していただいて説明し

てもらいたいという出席要求の打ち合わせを

いたしましたが、総務部長からは、町長は上

司であるから報告するが、議会に報告する必

要はない。委員会で委員が質問しないのなら

出席する。資料だけは出す。上司と相談する

との回答でありました。後日、出席しない旨

の連絡が議会事務局にありました。 

 ①町民の税金を使って視察しているのに、

なぜ当局は議会に説明しなくてもよいと言う

のか。議会に報告しないのは、町民に選ばれ

た議会に報告しないというのは、町民に報告
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する気がないと同じことだと思うが、いかが

でしょうか。 

 ②改めて問いますが、視察で得たことにつ

いて、その内容報告をこの席で求めます。議

場は、町民の代表が出ている場であります。

私たちは、住民を代表して行財政の運営を監

視する機能を有しています。お答えをお願い

します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 太子町新庁舎建設

検討委員会は、太子町新庁舎建設検討委員会

設置要綱に基づいて設置をいたしております

が、傍聴させるかどうかの判断につきまして

は、あくまで執行権の範囲内というふうに考

えております。 

 しかしながら、この委員会は住民の皆様か

ら建設的な意見をお聞きするため、公募委

員、各種団体の代表者、議会代表者など幅広

い中から就任していただいております。まさ

しく住民の皆様を代表とした委員会でござい

ます。特に庁舎建設に係る住民の皆様への公

表などを含めて、この委員会にお諮りして決

定をいただき、事務を進めているところでご

ざいます。現段階は、新庁舎を建設する上で

必要な整備の方針を示す基本計画案を策定す

る段階であり、町としての考え方を整理でき

る３月にパブリックコメントの実施や住民の

皆様のご意見をお聞きするまちづくりの集い

を開催させていただきます。執行者として、

住民の皆様のご意見を聞いて計画に反映した

いというふうに考えております。 

 また、議事録につきましては、議事録が整

理された段階で公表をさせていただいており

ますが、第２回検討委員会からは議事録署名

委員も設置しておりますので、少々時間がか

かることにつきましてはご理解をいただきた

いと思います。 

 それから、野々市の関係でございますが、

職員の出張の復命につきましては、太子町職

員服務規程にその結果を上司に報告しなけれ

ばならないと定められております。議会へ報

告するものではございません。あくまで通常

の職務の範囲の中で上司に報告ということで

ございます。 

 それから、改めて視察の内容の報告を求め

るということでございますが、先ほど答弁し

たとおりでございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 まず、(1)について、傍聴

については執行権の範囲で許可するか許可し

ないかを決めれると考えているというふうに

おっしゃいましたが、ですから私が聞きまし

たのはどなたがこういうふうにおっしゃいま

したか、町長ですか。 

 それから、２番目、復命を見せてくれとは

言っておりません。内容をお伺いしていま

す。 

 当局が私たちに提出した資料を見てみます

と、私たちが取り寄せてる資料と全く同じも

のもあるんですね。私たち委員会で私委員長

ですから、先方に連絡をとり資料をいただい

て委員に見ていただいてるわけですけど。で

すので、同じでないものもありましたが、同

じものをいただいてもそれは持っているわけ

であります。そちらが全部出されたかどうか

という面もありますが、私たちのほうが各階

の平面図も屋根伏図、立面図、断面図とかも

持っておりまして、そちらがそれを手に入れ

ておられるのかおられないのかは存じません

けれども、そういう資料だけ、まして同じも

のを出されても困るんですね。 

 町民懇談会でこのような意見が出ましたの

で申しておきます。私たち議員は、総務委員

会は、町民からこのようなことを言われまし

た。 

 役場の人が20人行かれるのならば、税金使

って行かれるならば、こういったことを見に

行きますと……こういった庁舎に対してどう

いったことを見に行きますよとか、そういっ

たことをちゃんと後々見に行きました、見た

ときこういう結果でしたということをちゃん

と出しておいてもらえたほうが、皆さん20人

だから、石川県へ温泉入って帰ってきたので

はないかというふうに思われても嫌だろうか
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ら、議会を通して20人連れていったらその辺

ちゃんとやってもらったらなと。行政にちゃ

んと議会の人も言ってもらって、税金使って

いくのだから、行政の人にちゃんと言ってい

くべきではないかと思う。 

 これに対しまして、私はその席で、その見

てきた内容の視察について、私たち総務委員

会で当局に対して視察の内容をどうであった

か、どのようであったかを聞くようにすると

いうふうにお答えをいたしました。 

 そして、私たちは委員会として当局に説明

してもらえませんかと。私たちも町民にその

ように言ってるわけですから、やはりそれは

本当に果たさなきゃいけませんからね。何も

復命書を見せてくれって言ってませんよ。そ

の内容について言っていただきたいわけです

わ。いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 傍聴に関しまして

は町長、副町長に了解を得ております。 

 それから、出張の復命につきましては、先

ほどから申し上げておりますとおり上司に報

告ということでございます。基本的に間違っ

てはいけません。議員と私たち職員は、上司

と部下の関係ではございません。 

 それから、出張につきまして、我々が得ま

した貴重な体験につきましては基本計画の案

の中に作業部会を通じて反映させていくとい

うことでございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私は間違っておりません

よ。別に私たちが上司だというふうに全く言

っておりませんし、そんなことも言っており

ません。上司と部下ではありませんというこ

とをおっしゃってるんですけど、私たちは町

民の思いを受けていろんなことをさせていた

だいているんです。ですから、お尋ねをして

るわけなんです。上司とか部下とか、そんな

こと何も申しておりません。 

 非常に情報を出さないように出さないよう

にされてるわけですが、視察に行った方にど

ういうことを見てこられたんですかって聞い

たら、言わないように言われてますからとい

うことで、職員に対して言わないように指示

をされてたら、私は別に細かいことは根掘り

葉掘り何も聞くつもり全然ありませんよ。ど

んな感じだったんでしょうかと思ってこう聞

いたんですが、言わないように言われてます

からということなんですが、なぜそこまで情

報を出さないようにされるんですか。２点、

最初のと後のと。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） お答えいたしま

す。 

 よく町民の代表というお言葉を服部議員は

使うわけですが、町民の代表という５文字で

すべてをくくろうとするのは基本的に次元が

違う話ですね。私どもが１つの出張に行って

１つの復命をするというのと、町民の代表と

いう全く異質な範囲の中での議論ですから何

とも申しようがございません。 

（服部千秋議員「もう一点。２つ今言

いました」の声あり） 

 もう一点、何でしたっけ。 

○議長（佐野芳彦） もう一点、ちょっとも

う一回。 

（服部千秋議員「いや、時間があれに

なるから。休憩して」の声あり） 

 休憩で。暫時休憩します。 

（休憩 午後４時37分） 

（再開 午後４時37分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） どこまで言うかど

こまで言わないか、通常は情報公開条例あり

ますからそれに従ってもらえばいいわけで、

どんな細かいことをどこまで針の穴ぐらいの

ことを聞かれても困りますんで、そういう意

味でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 針の穴を聞いておりません

ので。姿勢の問題でございます。 

 私が町民の代表、代表としてよく言うけれ
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どもとおっしゃってるけど、そんなによくよ

く言ってないと思いますけど、まずね。 

 ですから、私たちは町民に報告しなきゃい

けないわけですよ。そして、町民の思いをそ

れぞれ議員、違うことを言うこともあります

けども、それはそれでそれぞれ聞いてきてる

わけですから、それぞれ思って発言するわけ

ですから、それをやはり受けとめるような行

政でないといけないと私は思います。 

 こちらは攻撃も何にもしていませんよ。ど

ういうことを見てこられたか聞いてください

と町民がおっしゃっていて、私たちもそう思

うから委員会としてお尋ねしましたので。と

ても本当に残念なんです、私。私が言いに行

ったらもう私の言い方がもしかしたら悪いん

違うかみたいなことを言い出す議員もこの前

おりましたけども。そういうことでなくて、

私は丁寧にいつも委員会の皆さんの思いの代

表として伝えてるので、言い方も丁寧に言っ

ております。 

 今後、こういうことを言っても現在の町当

局がそのようにしていただけるかどうか甚だ

疑問でありますけれども、議会に対していろ

いろと情報を、いや個人情報に係るようなこ

とは出していただかなくて結構ですよ、そん

なことに係らなかったらいろんなことを出し

たからといって何にも問題にならないわけで

すから、情報を行政側だけでとどめておくこ

とがないように心からお願いをしておきま

す。 

 私は野々市町のことについても、当然報告

をしていただいていいものであると思ってお

ります。 

 最後に、７点目でございますが、町長の再

出馬について伺います。 

 この夏で太子町長の任期は切れますが、現

町長は再出馬されるおつもりかどうかお尋ね

をいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私もこの８月５日で、

３期目の任期満了となるところでございま

す。 

 そうした中で、せんだっての選挙管理委員

会で６月23日に立候補予定者の説明会、そし

て７月24日告示、７月29日投票日ということ

が決定されたところでございますが、今再出

馬についてのご質問でございますが、私自身

やはり３期目のあと５カ月少々を残しており

ますが、太子町の発展を願う中で、先ほど来

いろいろと議論していただいております庁舎

問題などいろいろな懸案事項がございます。

現時点におきましては与えられた職務を全う

しまして、しかるべき時期に最終的に判断を

させていただきたいと、このように考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 これで私の質問を終わらせ

ていただきますけれども、当局におかれまし

ては、今後議会に対して情報を出していただ

くようにお願いをいたします。 

 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで散会したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで散会することに決

定しました。 

 次の本会議は２月29日午前10時から再開し

ます。 

 なお、２月29日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さんでした。 

（散会 午後４時44分） 

 

 

 


